
                                   

 
         

 
 

栃木県 困難な問題を抱える女性への支援 
のための施策の実施に関する基本的な計画 

 
 
               
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和６(2024)年３月 
栃木県 

 
 
 
 
  



                                  

 
 

＜目 次＞ 
第１章 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針 ....................................... 1 

１ 基本的な考え方 ............................................................................................................ 1 
（１）計画策定の趣旨 ..................................................................................................... 1 
（２）計画の位置づけ ..................................................................................................... 1 
（３）計画における施策の対象者 ................................................................................... 1 
（４）計画の期間............................................................................................................. 2 

２ 現状及び課題 ................................................................................................................ 2 
（１）現状 ....................................................................................................................... 2 
（２）課題 ..................................................................................................................... 15 

３ 基本目標 ..................................................................................................................... 16 
第２章 困難な問題を抱える女性への支援のための施策内容に関する事項 ....................... 17 

１ 困難な問題を抱える女性への支援の内容 .................................................................. 17 
（１）アウトリーチ等による早期の把握 ...................................................................... 17 
（２）居場所の提供 ....................................................................................................... 17 
（３）相談支援 .............................................................................................................. 18 
（４）一時保護 .............................................................................................................. 18 
（５）被害回復支援 ....................................................................................................... 19 
（６）生活の場を共にすることによる支援（生活支援・権利回復支援） ................... 19 
（７）同伴児童等への支援 ............................................................................................ 19 
（８）自立支援 .............................................................................................................. 20 
（９）アフターケア ....................................................................................................... 20 

２ 支援の体制 .................................................................................................................. 20 
（１）三機関の連携体制 ................................................................................................ 21 
（２）支援調整会議 ....................................................................................................... 21 
（３）民間団体との連携体制 ........................................................................................ 22 
（４）関係機関との連携体制 ........................................................................................ 22 
（５）教育・啓発........................................................................................................... 22 
（６）人材育成・研修 ................................................................................................... 22 
（７）調査研究等の推進 ................................................................................................ 23 

第３章 その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項 . 23 
１ 基本計画の見直し ....................................................................................................... 23 

第４章 資料編 ..................................................................................................................... 24 
１ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 ....................................................... 24 
２ 困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針 ................... 28 
 



                                  

1 

第１章 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針 
１ 基本的な考え方 
（１）計画策定の趣旨 

女性の抱える問題が多様化、複雑化している中、支援を必要とする女性
が抱えている問題やその背景、心身の状況等に応じた適切な支援を包括的
に提供し、女性が安心かつ自立して暮らせる社会の実現に寄与することを
目的として、令和４（2022）年５月 19 日に「困難な問題を抱える女性へ
の支援に関する法律」（令和４年法律第 52 号。以下「法」という。）が成立
しました。 

また、令和５（2023）年３月 29 日には、「困難な問題を抱える女性への
支援のための施策に関する基本的な方針」（令和５年厚生労働省告示第 111
号。以下「基本方針」という。）が公示されました。 

この計画は、法や基本方針の内容を受け、栃木県における困難な問題を
抱える女性の現状と課題を踏まえた上で、困難な問題を抱える女性の福祉
の増進及び自立に向けた施策を総合的かつ計画的に展開し、個々の支援対
象となる女性に対して効果的に機能することを目指すために策定するもの
です。 

       
（２）計画の位置づけ 
   ・法第８条第１項に基づき策定するもので、策定に当たっては、法第７条

第１項の規定に基づき国が策定した基本方針を踏まえています。 
・栃木県重点戦略「とちぎ未来創造プラン」に掲げる安全・安心なとちぎ

の実現に向けた「暮らしの安全・安心向上プロジェクト」の重点的取組
の一つに位置づけられています。 

・本県における男女共同参画行政施策の基本的方向と具体的施策を明らか
にした「とちぎ男女共同参画プラン〔５期計画〕」及び「配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（第 4 次改定版）」（以
下「DV 防止計画」という。）との整合性を図りながら、困難な問題を抱
える女性支援の基本的方向性を示すものです。 

・本計画は、人権が尊重される社会の実現や暴力の根絶をめざしており、
平成 27(2015)年に国連で採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の
ゴール５「ジェンダー平等」及びゴール 16「平和と公正をすべての人
に」などと理念を共有するものです。 

 
（３）計画における施策の対象者 

計画における施策の対象者は、法第２条に基づき、性的な被害、家族の状
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況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活
を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含む。
以下「困難な問題を抱える女性」という。）です。 

女性であることにより、性的な被害に遭遇しやすい状況にあることや、予
期せぬ妊娠等の女性特有の問題が存在すること、不安定な就労状況や経済
的困窮、孤立などの社会経済的困難等に陥るおそれがあること等を前提と
して、年齢、障害の有無、国籍等を問わず支援の対象となります。 

 
（４）計画の期間 

令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間を計画期間と
します。 

   なお、法その他の関係法令に改正があった場合は、必要に応じて計画を見 
直すこととします。 

 

２ 現状及び課題 
（１）現状 

○女性相談支援センター（旧婦人相談所）の状況 
・設置の状況 

令和４（2022）年４月１日現在、女性相談支援センター（旧婦人相談
所）は全国に 49 ヶ所設置されています。また、女性相談支援センター
（旧婦人相談所）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関
する法律（平成 13 年法律第 31 号）第３条第１項の規定により配偶者暴
力相談支援センターとしての役割も担っています。令和５（2023）年４
月１日現在、配偶者暴力相談支援センターは全国で 311 ヶ所設置されて
います。 

本県では、令和５（2023）年４月１日時点で、女性相談支援センター
（旧婦人相談所）をとちぎ男女共同参画センターに、１か所設置して
います。 

 
・相談支援の状況 

本県の女性相談支援センター（旧婦人相談所）における令和４（2022） 
年度中の電話相談は 4,265 件、来所相談は 116 件であり、相談内容の
内訳は、その他人間関係が 1,053 件で全体の 24.0％を占め、次に、夫
等（内縁を含む）からの暴力や離婚問題など夫等に関する相談が 986
件で全体の 22.5％を占めています。電話相談では氏名、住所、年齢を
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明らかにしない相談がほとんどですが、申出により把握できた相談者
の年齢構成は、最も多いのが 40 歳代の 8.5％で、次が 60 歳代以上の
7.9％でした。夜間の電話相談は 134 件でした。総相談件数は増加傾向
にあります。 

 
・一時保護の状況 

令和４（2022）年度中に一時保護された女性は 33 人、その同伴家族
は 21 人になっています。外国人の一時保護者は３人でした。 
一時保護された女性の保護理由の内訳は夫等からの暴力が 23 件、帰

住先なしが８件、子どもからの暴力が２件で、年代は 20 歳代及び 30
歳代が全体の 48.2％を占めています。また、同伴児者については、小
学生が最も多く、全体の 57.1％を占めています。 
令和４（2022）年度中に一時保護された者のうち一時保護委託の件数

は７件でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

相談者の年齢構成（令和４年度） 

2998
2671 2850 2684 2730

2858
3412

3840

4537 4701

3994

4381

265 222 284 240 210 208 213 202 241 160 181116

2733
2449 2566 2444 2520 2650

3199

3638
4296 4541

3813
4265

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

総数
来所
電話

件

相談件数の推移（平成 23～令和４年度） 



                                  

4 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一時保護事業 入所女性の年齢構成 
（令和４年度） 

 

一時保護実人員の推移（平成 23～令和４年度） 

一時保護事業 同伴児の年齢構成 
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○女性相談支援員（旧婦人相談員）の状況 
・委嘱及び配置の状況 

令和４（2022）年４月 1 日現在、全国の女性相談支援員（旧婦人相談
員）の人数は 1,579 人、うち 446 人が都道府県（義務設置）、1,133 人が
市から委嘱されています（任意設置）。 
県内には、知事の委嘱による女性相談支援員※（旧婦人相談員）が 12

人、市長の委嘱による女性相談支援員（旧婦人相談員）が 38 人配置さ
れています。全国の市区数に対する女性相談支援員（旧婦人相談員）の
配置率は 50.8％で、本県における女性相談支援員（旧婦人相談員）の配
置率は 100％です。 
全国では、在職年数が３年未満の相談員が都道府県では、38.1％、市で

は 41.6％を占めています。年齢階級は、都道府県、市とも 50 歳以上が
７割以上を占めています。令和４（2022）年４月１日現在、県では在職
年数が３年未満の相談員が 41.7％、市では 36.8％、県全体では、38.0％
を占めます。年齢階級は、県、市とも 50 歳以上が７割以上を占めてい
ます。 

 
・相談支援の状況 

市及び県の健康福祉センター（県東・県南・県北）の女性相談支援員
（旧婦人相談員）が受け付けた相談件数は、平成 30（2018）年度から増
加傾向であり、来所相談や電話相談等の合計件数は、平成 30（2018）年
度で 9,056 件でしたが、令和４（2022）年度で 12,470 件となっていま
す。令和４（2022）年度の来所相談の主訴は夫等からの暴力に関するこ
とが 378 件で、全体の 42.1％を占めています。 

    （※知事の委嘱による女性相談支援員（旧婦人相談員）は女性相談支援センター（旧婦人相談

所）以外に県の健康福祉センター（県東・県南・県北）に配置されています。） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 在職年数（R4.4.1 現在） 年齢階級別（R4.4.1 現在） 
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令和４年度 来所相談主訴（女性相談支援センター除く） 

相談件数の推移（女性相談支援センター除く） 

出典：令和４年度婦人保護事業実施状況報告より作成 
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○女性自立支援施設（旧婦人保護施設）の状況 
・設置の状況 

令和４（2022）年４月１日現在、女性自立支援施設（旧婦人保護施設）
は、全国に 47 施設設置されていますが、女性自立支援施設（旧婦人保
護施設）が設置されていない県も７県あります。 

本県では、令和５（2023）年４月１日時点で、女性自立支援施設（旧
婦人保護施設）を、１か所設置しています。 

 
・入所者の状況 

県内の女性自立支援施設（旧婦人保護施設）の入所者の実人員は平成
30（2018）年度は 33 人、内訳は入所女性が 18 人、同伴児者 15 人でし
た。令和４（2022）年度は 22 人で内訳は入所女性 14 人、同伴児者８人
でした。 

過去５年の入所者の保護日数の推移をみると、一人当たりの平均保護
期間は平成 30（2018）年度は 26.7 日で、令和４年度は 44.6 日となって
おり、１か月以上の長期者が 10 人（入所女性６人、同伴児者４人）い
ました。 

  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保護実人員の推移（平成 23～令和４年度） 
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○性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの状況 
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターは令和５

（2023）年４月１日現在で、とちぎ性暴力被害者サポートセンター（以
下「とちエール」という。）として、済生会宇都宮病院内に１ヶ所設置し 
ています。令和４（2022）年度中の電話相談は 1,043 件、来所相談は 163
件であり、平成 27 年度の設置以降年々増加しています。 

令和４（2022）年度の相談内容の内訳は強制わいせつが 48.0％、強制性 
交等が 39.1％となっています。被害時の年代は 10 代以下で 39.3％を占め、
約１割が男性被害者からの相談です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保護延人数の推移（平成 23～令和 4 年度） 

出典：令和４年度とちぎ男女共同参画センター事業実施報告書より作成 
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○母子生活支援施設の入所者の状況 
県内の母子生活支援施設は、令和５（2023）年４月１日時点で２か所 

あります。 
令和４（2022）年度の入所者数は 56 人で、内訳は母親が 20 人、児童が

36 人です。主な入所理由は、DV が全体の 90％を占め、入所者（母親）
の年齢は 30 代と 40 代で全体の 75％を占めます。平均入所期間は 4 年９
ヶ月です。 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

相談内容 
（令和４年度）     

被害時年代構成 
（令和４年度） 

主な入所理由 
（令和４年度） 

入所者年齢（母親） 
（令和４年度） 

出典：とちエール相談件数集計表より作成 

出典：母子生活支援施設聞き取りにより作成 
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○困難な問題を抱える女性への支援にあたり協働が可能な民間団体及びそ
の活動状況       
県内で県と連携して、困難な問題を抱える女性への支援に取り組む民間

団体は、令和５（2023）年４月１日時点で１団体（認定 NPO 法人ウイメ
ンズハウスとちぎ（以下「ウイメンズハウスとちぎ」という。））があり、
DV や性暴力被害者の相談支援等を行っています。 

令和４（2022）年度中のウイメンズハウスとちぎでの相談対応件数は
1,770 件で、内訳は電話相談 1,519 件、来所相談 167 件、訪問相談 84 件
で、前年度比 130.8％となっています。その相談内容の内訳は夫等（内縁も
含む）からの暴力や離婚問題など夫等に関する相談が 1,255 件で全体の
70.9％を占めています。電話相談の中には、本人からの相談のほか、他の
相談窓口や関係団体からの相談や連絡も多く含まれています。 

ウイメンズハウスとちぎは、困難な問題を抱える女性への支援に関して、
県のほか、県内の複数の市町と連携しています。 
 

○県内市町の若年女性への支援の状況 
県内 25 市町における若年女性への支援の状況をみると、令和４（2022） 

年度に 19 市町の婦人保護主管課で、若年女性からの相談を受けました。
相談経路としては、本人以外に福祉事務所や警察、他の相談機関が多数あ
りました。 

若年女性からの相談が多くある一方で、県内の市町において民間団体運
営等による若年女性が気軽に立ち寄れる居場所は不足している状況です。 

 
○女性相談支援員（旧婦人相談員）へのヒアリング結果 

県内 14 市の女性相談支援員（旧婦人相談員）及び県女性相談支援員
（旧婦人相談員）から意見の聞き取りをしたところ、経験年数等に応じた
研修や、相談スキルの向上、関係法令に関することなど、幅広い研修の充
実を希望する声が多く聞かれました。特に、新任相談員に対する研修の充
実が求められています。 

また、研修受講の際の職場の配慮及び職場環境の改善や安全対策を望む
声もありました。 

相談業務に関するスーパーバイザーの設置を希望する者も複数いました。 
 
 
 
 



                                  

11 

○とちぎネットアンケート結果 
令和５（2023）年６月から７月にかけて、困難な問題を抱える女性への

支援について県民へのネットアンケートを実施したところ調査対象者 753
名のうち 369 名から回答がありました。（回答率 49％）アンケートの回答
では、「困難な問題を抱える女性への支援相談窓口をご存じですか」とい
う質問に複数ある女性への支援相談窓口を「いずれも知らない」と回答し
た人が 25.7％（回答数 95）いました。 

また、回答者自身又は身近な女性で、女性であることを理由に困難な問
題を経験したり、見聞きしたことがあると回答した人のうち、「そのこと
について誰かに相談しましたか」という質問に「誰にも相談しなかった」
と回答した人が 30.6％（回答数 59）いました。 

「相談機関にどのような支援を望みますか（複数回答可）」という質問に
は、「匿名で気軽に相談できる窓口としての支援」と回答した人が 73.2％
（回答数 270）、「一般相談だけでなく法律や健康、就職等の特定分野につ
いて弁護士等の専門家による専門相談」と回答した人が 57.7％（回答数
213）でした。     

また、困難な問題を抱える女性への支援についての自由意見では「困難 
な問題を抱える女性が気軽に相談できる場所、ツール（SNS 等）が必要」、 

「相談窓口や支援の内容についての広報や啓発が大切」との声が多数あり
ました。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 栃木県婦人相談所（とちぎ男女共同参画センター（パルティ）相談ルーム）

2

3

4 市町の福祉相談窓口（市の福祉事務所を含む。）

5 とちぎ性暴力被害者サポートセンター（とちエール）

6 警察の性犯罪被害相談電話（＃８１０３）

7 にんしんSOSとちぎ

8 県の健康福祉センター

9 いずれも知らない

（ n = ）

67

5.7% 21

21.4% 79

25.7% 95

構成比 回答数

43.1% 159

栃木県配偶者暴力相談支援センター（とちぎ男女共同参画セ
ンター（パルティ）相談ルーム）

地域の配偶者暴力相談支援センター（宇都宮市、栃木市、小
山市、日光市にあります。）

15.7% 58

369

29.5% 109

11.4% 42

47.2% 174

18.2%

　問１ あなたは、困難な問題を抱える女性の支援相談窓口として以下の相談機関（窓口）をご存じですか。

知っているものを次の中からいくつでも選んでください。

※「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性及びその他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で抱える

困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含む）をいいます。
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1 配偶者や元配偶者、交際相手からの暴力・暴言

2 学校や職場での人間関係のトラブルやハラスメント被害

3 親、兄弟からの暴力・虐待

4 子からの暴力

5 親族間のトラブル

6 ストーカー被害

7 セクシャルハラスメントや性被害

8 経済的困窮

9 その他

10 経験していない

（ n = ）

24.1% 89

30.1% 111

369

構成比 回答数

14.6% 54

20.3% 75

0.8% 3

48.0% 177

8.4% 31

5.4% 20

13.3% 49

12.2% 45

　問３ あなた自身若しくは身近な女性で、女性であることを理由として、以下のような困難な問題を経験したり、見聞きしたことがありますか。

次の中からいくつでも選んでください。
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1 家族

2 友人・知人

3

4 医師等の医療関係者

5 ネット上の相談・ネット上のコミュニティ

6 ＮＰＯや民間の相談機関（心理士等のカウンセリング含む）

7 行政機関（国、県、市・町等の）相談窓口

8 地元の警察

9 その他

10 誰にも相談しなかった

（ n = ）

20.7% 40

32.1% 62

18.1% 35

23.3% 45

9.8% 19

193

4.1% 8

30.6% 59

構成比 回答数

学校の教師やスクールカウンセラー、職場の上司・同僚・相談
担当者など

8.8% 17

6.7% 13

6.2% 12

　問４ （問３で選択肢１～９を選んだ方に質問します。）問３について、誰かに相談しましたか。

次の中からいくつでも選んでください。 ※問４～６は、あなたが見聞きした問題の場合には、知っている範囲で回答をお願いします。

〔その他の主な意見〕

・弁護士や司法書士などの士業（他類似意見１件）

・民生委員
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　問７ あなたは、相談機関にどのような支援を望みますか。

次の中からいくつでも選んでください。

1 匿名で気軽に相談できる窓口としての支援

2

3

4

5 その他

（ n = ）

6.0% 22

369

57.7% 213

73.2% 270

45.0% 166

36.6% 135

構成比 回答数

各種福祉に関する情報や、専門相談窓口等の紹介など具体
的な情報の提供

地元の相談員に継続して相談し、必要に応じ関係機関に連絡
調整や同行支援を受ける支援

一般相談だけでなく法律や健康、就職等の特定分野について
弁護士等の専門家による専門相談

〔その他の主な意見〕

・メールやSNS等による相談支援（他類似意見２件）

・警察との連携などによる安全な支援（他類似意見１件）

・相談だけでなく解決に繋がるような支援（他類似意見２件）

出典：令和５年度第４回とちぎネットアンケート結果より抜粋 
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（２）課題 
○支援施策等（相談先等）の認知度 

県内の女性相談支援センター（旧婦人相談所）やとちエールにおける相談
件数は増加傾向にあるが、県民へのネットアンケートでは、困難な問題を
抱える女性の複数ある支援相談窓口について、「いずれも知らない」と回答
した人が 25.7％いました。また、「どういう支援があるのかわからない」
「広報活動が足りない」「啓発は大切」といった声が多数見受けられたこと
から、支援施策内容や相談窓口の認知度を高める必要があります。 

 
○相談者のニーズに応じた支援体制（他施策との連携） 

女性の抱える問題が多様化、複合化、複雑化していることを踏まえ、相談
者のニーズに応じた支援体制が求められています。相談に訪れる女性は、
生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など、様々な困難な問題を
抱えており、困難な問題を抱える女性に適切かつ迅速な支援を提供するこ
とが求められます。 

法が定義する状況に当てはまる女性であれば年齢、障害の有無、国籍等を
問わず、性的搾取により従前から婦人保護事業の対象となってきた者を含
め、必要に応じて支援の対象者となります。また、性自認が女性であるト
ランスジェンダーの者についても、トランスジェンダーであることに起因
する人権侵害・差別により直面する困難に配慮し、その状況や相談内容を
踏まえ、他の支援対象者にも配慮しつつ、関係機関等とも連携して、可能
な支援を検討することが必要です。 

そのため、困難な問題を抱える女性への支援においては、他の施策との連
携を図りながら、置かれた状況に応じて、きめ細やかで、相談者に寄り添
った支援体制を構築することが重要です。また、相談者自身が身近な場所
で相談が可能となるよう、市町とも協力しながら支援を推進していく必要
があります。 

 
○支援内容への抵抗感 

困難な問題を抱える女性の中には、支援内容に対して抵抗感を持ってい
る人もいます。県内の一時保護実人員の推移を見ると、平成 30（2018）年
度の 57 人（入所女性）から、令和４（2022）年度は 33 人と減少していま
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す。減少の背景については、相談件数そのものは増加していることや、厚
生労働省が行った「婦人保護事業等における支援実態等に関する調査研究、
婦人保護施設における性暴力を受けた被害者に対する支援プログラムに関
する調査研究報告書」（平成 30（2018）年３月）等より、ニーズが減少し
ていることが理由ではなく、「仕事や学校を休みたくない」、「外出が自由に
できない」などの理由により、行政による支援を受けることが敬遠されて
いることが考えられ、支援への抵抗感を低減させることが必要です。 

 
○地域の実情に応じた支援体制の構築 

困難な問題を抱える女性への支援は、地域によって支援対象者への対応
に大きな格差が生じることのないよう、どこでも必要十分な支援を受けら
れる体制を構築することが必要です。しかし、地域によって支援機関まで
の距離や受けられるサービス、支援内容が異なることが課題です。また、
人材の育成・確保や、きめ細かな支援や周知活動が十分にできていないと
いう課題を抱える市町もあります。そのため、市町や、各地の様々な民間
団体と連携し、情報を共有することにより、地域の実情に応じた支援体制
を構築していくことが求められます。 

 
○連携可能な民間団体数 

困難な問題を抱える女性の支援には、行政と民間団体との協働が必要で
す。しかし、現在は連携可能な民間団体が極めて少ないことが課題です。
さらに、民間団体の存在が地域によって異なるため、地域特性を考慮した
支援策が求められます。そのため、民間団体の適格性に留意しつつ、女性
たちに必要な支援を視野に入れながら、様々な分野の民間団体の強みを活
かし、相互に連携することで支援体制の充実を図ることが必要です。 
 

３ 基本目標 
  法律の目的である「人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ自立して

暮らせる社会の実現」に寄与するため、困難な問題を抱える女性への支援を
総合的かつ計画的に推進するため、次の３項目を基本目標とします。 

  
○関係機関の連携を深め、相談者のニーズに応じた支援を行うため、県内全て 
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の市町について、法施行後３年以内（令和８(2026)年度末まで）に支援調整
会議を設置する。 

 
○困難な問題を抱える女性を支援する担当職員の専門性を高め、連携先の確

保等地域間格差を解消するため、女性相談支援センターの職員及び県内全
ての女性相談支援員のとちぎ男女共同参画センターで実施する新任相談員
の研修受講率を 100％とする。 
 

○支援施策の認知度を高め、早期の相談に繋げるため、相談窓口の認知度を
85％とする。  

  
第２章 困難な問題を抱える女性への支援のための施策内容に関する事項 
１ 困難な問題を抱える女性への支援の内容 
（１）アウトリーチ等による早期の把握 

・DV 防止計画に基づき早期発見・通報等の取組の充実を図るほか、入口の
段階で可能な限り幅広い者を対象とし、困難な問題を抱える女性が、で
きる限り早期に相談につながるために、県は市町や関係機関と連携しな
がら、女性相談支援センターや女性相談支援員、民間団体に相談や支援
を求めることが可能であることをホームページやリーフレット等を活用
し、広く周知するとともに、気軽に相談しやすい環境の整備に努めます。 

・困難な問題を抱える女性が SNS 等を通じて気軽に相談できるよう、相談
窓口の拡大を図ります。 

      ・相談に至っていない支援が必要な女性が、子どもの様子から発見される
ことがあるため、保育施設や学校等の教職員をはじめとした子どもに関
わる様々な立場の関係者に対して、関係機関と連携して啓発・研修を実
施します。 

      ・相談窓口案内カード等の啓発資材の配布や公共施設等への設置をとおし
て、相談窓口の周知を図ります。 

 
（２）居場所の提供 

・困難な問題を抱えていても、行政機関に相談することのハードルが高く
感じ、相談窓口にたどり着けない女性や、支援を受けられることに気づか
ない女性がいることから、地域において困難な問題を抱える女性の発見
や啓発に協力可能な新たな機関等の掘り起こしを行い、様々な民間団体
と連携・協働し、支援の継続性を保つことで女性が安心して支援を受けら
れるよう努めます。 
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・民間団体と連携・協働を進めるに当たっては、交流会の実施などにより
民間団体間の連携が強化され、困難な問題を抱える女性の居場所の提供
など、様々な角度から困難な問題を抱える女性の支援に繋がるよう努め
ます。 

 
（３）相談支援 

・DV 防止計画に基づき施策を実施するほか、支援の対象となる困難な問題
を抱える女性に対して、法の支援の基本的な考え方に沿った「本人中心」
の相談支援を進めるため、女性相談支援員等の資質向上に繋がる研修の充
実を図りながら、女性相談支援センターや県の健康福祉センター（県東・
県南・県北）における相談支援体制を更に充実させ、本人の立場に寄り添
った相談支援に努めます。 

・女性相談支援員が支援に関して情報交換できる体制を整備します。 
・市町における相談体制充実のため、職務担当者の資質向上に向けた研修等 

を実施するとともに、国や関係機関等が主催する研修等に関する情報提供
を行います。警察においては、犯罪被害者支援等に関する専門的知識を習
得した職員による対応や、困難な問題を抱える女性の支援に係る関係機関
との連携に努めます。 

・様々な困難な問題を抱える女性の状況に応じたきめ細かな相談支援が行 
えるよう、支援に係る豊富な経験を有する民間団体と連携を図ります。 

・性暴力・性犯罪被害者等からの相談については専門的な対応が必要なこと
から、とちエールなど専門機関による支援を行います。 

 
（４）一時保護 

・DV 防止計画に基づく施策を基本とし、DV 被害者など秘匿性を担保する
必要がある女性、通学・通勤等の社会生活を確保することが優先される
女性等、支援を必要とする女性それぞれの状況に応じ、本人の同意を原
則とした一時保護又は一時保護委託先の確保に努めます。一時保護委託
先として、民間団体、母子生活支援施設等を活用し、安全・安心な一時
保護を実施します。 

・女性相談支援センターにおける一時保護期間中、入居者が心身を休める
ことができるよう、一時保護所の環境の整備を図ります。 

・未成年者の一時保護委託においては、女性相談支援センターと児童相談
所が連携した対応を行います。 
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（５）被害回復支援 
・暴力等の被害や、差別、社会的排除等の経験からの心身の健康回復には一

定の期間を要することも想定されるため、DV 防止計画に基づく被害者等
へのメンタルヘルスケア、地域生活における被害者への継続的なケアを実
施するとともに、被害回復に向けた専門的な支援を実施します。 

・具体的には、女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設
の三機関（以下「三機関」という。）は、精神保健福祉センターやとちエー
ル、児童相談所、健康福祉センター、市町等と連携しながら、それぞれの
専門性や機能を活かした精神的なケアを実施します。 

・「逃げられない」又は「逃げない」被害者を含め、被害者が精神的な安定
を維持しながら、地域で自立した生活を送れるよう、民間団体と連携した
継続的な精神的ケアを実施するとともに、被害者の生活環境に応じて相
談機関や医療機関等の情報を提供します。 

・民間団体が実施する女性に対する心理的ケアを行うための講座について
情報提供を行います。 

 
（６）生活の場を共にすることによる支援（生活支援・権利回復支援） 

・女性自立支援施設においては、支援対象者が安心できる生活環境や信頼で
きる人間関係の中で、その人らしい日常生活を取り戻せるよう支援するた
め、女性相談支援センター等のサポートを受けながら、被害からの心身の
健康の回復や生活支援を行います。 

・一時保護等の後に、生活の場を共にすることにより、日常生活に係る支援
などを行い、支援対象者の心身の負担軽減や権利擁護がなされるよう、母
子生活支援施設と連携して取り組みます。 

 
（７）同伴児童等への支援 

・DV 防止計画に基づく同伴児童等への支援を実施するほか、母子分離が起
こらないよう、親子が入居可能な施設等と連携した支援を行います。 

・具体的には、同伴児童等に対し、保育支援員による保育や学習支援員によ
る学習面のサポートを実施します。 

・中学生以上の同伴男児がいる場合は、民間団体の特性を踏まえた一時保護
業務委託を行うほか、児童相談所と協力して対応します。 

・DV と児童虐待が密接な関係にあることから、同伴児童等の状況に応じて、
児童相談所と連携した対応を行います。 
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（８）自立支援 
・DV 防止計画に基づく生活再建に向けた支援及び自立に向けた中長期的な

支援を実施するほか、支援対象者の状況や希望、意思に応じて、関係機関
と連携し、自立に向けたきめ細かな支援を行います。 

・就労等の日中活動の支援に際しては、支援対象者に寄り添って意向を丁寧
に聞き取り、関係機関と連携した求職活動に必要な情報提供等、就業促進
のための支援を行います。 

・支援対象者の住宅確保に向け、公営住宅の優先入居制度等を活用します。 
・各種福祉施策の手続等に関する市町等との調整により、くらしの安定に向

けた支援を実施します。 
・一時保護所退所後も引き続き支援が必要な女性に対し、関係機関と調整し

ながら、福祉施設等への入所の調整を行います。 
・一時保護所を退所した被害者等に対し、民間団体と連携し、各種相談、行

政手続きや裁判手続への支援や同行、日常生活に係る支援などを行い、被
害者等の心身の負担軽減や権利擁護がなされるよう、自立に向けたきめ細
かな支援を継続的に行います。 

・性暴力、性的虐待、性的搾取等の被害からの回復を念頭にした心理的支援
を行うため、関係機関等と連携し、自立に向けたきめ細かな支援を行いま
す。 
 

（９）アフターケア 
・地域での生活再建を支えるアフターケアが重要であることから、女性相談

支援センターや女性自立支援施設は、地域の女性相談支援員と相互に連携
しながら、退所等の後も再び困難な状況に陥った際に、できる限り早く状
況を察知し、再度の支援を円滑に実施できるよう努めます。 

・県は、市町や民間団体と連携し、支援調整会議等を活用するなど定期的な
情報交換や、継続的なフォローアップを行い、支援対象者や同伴家族のア
フターケアに取り組みます。 

 
２ 支援の体制 
  県は女性支援事業に当たり中核的な役割を果たし、地域特性を考慮しつつ

施策を検討・展開するとともに、段階的・重層的な支援を行うため、行政機
関と民間団体それぞれの特性を生かした支援のあり方を検討します。また、
市町に対する支援や施策の取組状況の把握、必要な取組を促進します。 
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（１）三機関の連携体制 
・困難な問題を抱える女性への支援の中核機関となる、三機関においては、

日常的な意見交換による連携を通じて、支援対象者が適切な支援を受けら
れる体制を整備します。 

・一時保護を経ない女性自立支援施設への入所の場合にも、本県の実態に合
わせ、施設や入所に関する丁寧な情報提供を行うなど、三機関の連携のも
とで、支援対象者が自立に向けた適切な支援を受けられるよう努めます。 

 
国の基本方針による三機関の役割 

三機関 役   割 
女性相談支援センター ・支援対象者の立場に立った相談対応や、相談を行う機関の紹介 

・支援対象者及び同伴家族の安全確保・一時保護 
・心身の健康回復を図るための、医学的または心理学的な援助等 
・支援対象者の自立を促進するための情報提供、助言、関係機関との連絡調整
その他の援助 
・施設の利用に関する情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助 
 

女性相談支援員 ・丁寧なヒアリングによるアセスメントを行い、支援対象者の意思決定を支援 
・必要に応じて、関係機関との連絡調整を実施 
・最も身近に相談できる支援機関に属する者として、支援への入り口の役割を
果たすこと 
・児童福祉、母子福祉、障害者福祉、高齢者福祉、生活困窮者支援、生活保護
等の実施機関と連携して各種手続に関する支援等を実施することにより、支援
対象者を適切な支援に繋げること 
 

女性自立支援施設 ・困難な問題を抱える女性を入所させての保護 
・入所者の心身の健康回復を図るための医学的または心理学的な援助 
・自立の促進のための生活支援 
・退所者の相談援助 
・入所者が同伴した児童に対する学習及び生活支援 
 

 
（２）支援調整会議 

・県は、女性相談支援センター、児童相談所、福祉事務所、配偶者暴力相談
支援センター、警察本部、教育委員会、とちエール、県社会福祉協議会、
民間団体等で構成する支援調整会議を設置し、支援対象者が適切な支援
を受けられる体制を整備します。 

・県は、市町における地域ごとの実情や既存会議体の運用状況を踏まえた、
単独又は共同での支援調整会議の設置を支援します。 
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・支援調整会議の開催に当たっては、個人情報の取扱いに十分留意し、構成
員となる個人又は構成員であった個人は罰則のある守秘義務により、支援
を必要とする女性の個人情報を含む情報を共有します。 

 
（３）民間団体との連携体制 

・困難な問題を抱える女性への支援に関する施策を支援対象者に確実に届
けるために、個人情報の適正な取扱いを確保した上で、支援調整会議を設
置し、行政機関による広範な分野の多様な支援施策と、適格性のある民間
団体による支援のそれぞれの強みを活かした相互連携体制を構築します。 

 
（４）関係機関との連携体制 

・支援には、福祉、保健医療、子育て、住まい、教育など多岐にわたる分野
の連携が必要です。DV 防止計画における連携体制を基本としながら、困
難な問題を抱える女性への適切な支援のために、関係機関と一層の連携
を図ります。 

・支援対象者が児童を同伴している場合や、支援対象者本人が児童養護の対
象である場合にも的確なアセスメントを踏まえて支援の方針が決定され、
支援体制が整えられるよう、児童相談所や市町の児童福祉主管課等との
連携を強化します。 

・性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害による心的外傷等を抱えて
いる者を支援するため、三機関等と、とちエールとの更なる連携を図りま
す。 

 
（５）教育・啓発 

・DV 防止計画に基づく教育・啓発を行います。特に性暴力や性的虐待、性
的搾取等の加害防止等に関しては、とちエールの職員等による研修や教
育委員会との連携、民間委託による出張セミナーの実施などにより、早い
段階からの教育、幅広い啓発を図ります。 

 
（６）人材育成・研修 

・県は、困難な問題を抱える女性への支援に関する研修を実施し、女性相談
支援センター職員及び女性相談支援員、女性自立支援施設職員、民間団体
の職員等の専門的知識の習得及び資質の向上を図ります。 

・特に、新任の女性相談支援員に対しては、女性相談に関する基礎的な知識
が習得できるよう、とちぎ男女共同参画センターにおいて基礎的な研修
を実施するほか、国等が実施する研修に関する情報の提供を行います。 
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・県は市町と連携して、困難な問題を抱える女性への支援に関わる職員が研
修に参加しやすいよう職場の配慮や職場環境の整備に努めるとともに、男
女共同参画や福祉分野に関わる職員等についても、会議や研修を通じて女
性支援に関する理解促進を図ります。 

 
（７）調査研究等の推進 

・県は、女性相談支援センターを中心として、困難な問題を抱える女性への
支援に関する事例研究を行うなど、専門性の向上を図ります。 
 

  
第３章 その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する

重要事項 
１ 基本計画の見直し 

基本計画の見直しに当たっては、見直し前に、基本計画に定めた施策の評
価を関係者の意見を聴取すること等により行い、当該評価により得られた結
果をもとに、基本計画の見直しを行うこととします。 

この評価は、「第２章 困難な問題を抱える女性への支援のための施策内
容に関する事項」に掲げた困難な問題を抱える女性の動向に関して可能な限
り定量的な調査を実施するほか、支援に携わる関係者の意見を聴取すること
等により実施し、本評価により得られた結果は公表します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  

24 

第４章 資料編 
１ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

令和４年法律第52号 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等（第七

条・第八条） 

第三章 女性相談支援センターによる支援等（第九

条―第十五条） 

第四章 雑則（第十六条―第二十二条） 

第五章 罰則（第二十三条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営

むに当たり女性であることにより様々な困難な問題

に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱

える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱

える女性への支援に関する必要な事項を定めること

により、困難な問題を抱える女性への支援のための

施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が

安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄

与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「困難な問題を抱える女性」

とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係

性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活

を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのお

それのある女性を含む。）をいう。 

（基本理念） 

第三条 困難な問題を抱える女性への支援のための施策

は、次に掲げる事項を基本理念として行われなけれ

ばならない。 

一 女性の抱える問題が多様化するとともに複合化

し、そのために複雑化していることを踏まえ、困

難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重

されながら、抱えている問題及びその背景、心身

の状況等に応じた最適な支援を受けられるように

することにより、その福祉が増進されるよう、そ

の発見、相談、心身の健康の回復のための援助、

自立して生活するための援助等の多様な支援を包

括的に提供する体制を整備すること。 

二 困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関

及び民間の団体の協働により、早期から切れ目な

く実施されるようにすること。 

三 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に

資することを旨とすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっ

とり、困難な問題を抱える女性への支援のために必

要な施策を講ずる責務を有する。 

（関連施策の活用） 

第五条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女

性への支援のための施策を講ずるに当たっては、必

要に応じて福祉、保健医療、労働、住まい及び教育

に関する施策その他の関連施策の活用が図られるよ

う努めなければならない。 

（緊密な連携） 

第六条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女

性への支援のための施策を講ずるに当たっては、関

係地方公共団体相互間の緊密な連携が図られるとと

もに、この法律に基づく支援を行う機関と福祉事務

所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に

規定する福祉に関する事務所をいう。）、児童相談

所、児童福祉施設（児童福祉法（昭和二十二年法律

第百六十四号）第七条第一項に規定する児童福祉施

設をいう。）、保健所、医療機関、職業紹介機関（労

働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及

び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法

律第百三十二号）第二条に規定する職業紹介機関を

いう。）、職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、

日本司法支援センター（総合法律支援法（平成十六

年法律第七十四号）第十三条に規定する日本司法支

援センターをいう。）、配偶者暴力相談支援センター

（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律（平成十三年法律第三十一号）第三条第一

項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。）

その他の関係機関との緊密な連携が図られるよう配

慮しなければならない。 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への

支援のための施策に関する基本的な方針（以下「基

本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条

第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村

基本計画の指針となるべきものを定めるものとす

る。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本

的な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策

の内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の

長に協議しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

（都道府県基本計画等） 

第八条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県

における困難な問題を抱える女性への支援のための

施策の実施に関する基本的な計画（以下この条にお

いて「都道府県基本計画」という。）を定めなければ

ならない。 
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２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本

的な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策

の実施内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針

に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該

市町村における困難な問題を抱える女性への支援の

ための施策の実施に関する基本的な計画（以下この

条において「市町村基本計画」という。）を定めるよ

う努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町

村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道

府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必

要な助言その他の援助を行うよう努めなければなら

ない。 

第三章 女性相談支援センターによる支援等 

（女性相談支援センター） 

第九条 都道府県は、女性相談支援センターを設置しな

ければならない。 

２ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百

五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都

市」という。）は、女性相談支援センターを設置する

ことができる。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性

への支援に関し、主として次に掲げる業務を行うも

のとする。 

一 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題に

ついて、困難な問題を抱える女性の立場に立って

相談に応ずること又は第十一条第一項に規定する

女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介す

ること。 

二 困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱える

女性がその家族を同伴する場合にあっては、困難

な問題を抱える女性及びその同伴する家族。次号

から第五号まで及び第十二条第一項において同

じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護

を行うこと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復を

図るため、医学的又は心理学的な援助その他の必

要な援助を行うこと。 

四 困難な問題を抱える女性が自立して生活するこ

とを促進するため、就労の支援、住宅の確保、援

護、児童の保育等に関する制度の利用等につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

五 困難な問題を抱える女性が居住して保護を受け

ることができる施設の利用について、情報の提

供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を

行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっ

ては、その支援の対象となる者の抱えている問題及

びその背景、心身の状況等を適切に把握した上で、

その者の意向を踏まえながら、最適な支援を行うも

のとする。 

５ 女性相談支援センターに、所長その他所要の職員を

置く。 

６ 女性相談支援センターには、第三項第二号の一時保

護を行う施設を設けなければならない。 

７ 第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが

必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める

場合に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は

厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行

うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員

若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な

理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

９ 第三項第二号の一時保護に当たっては、その対象と

なる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該

児童の状況に応じて、当該児童への学習に関する支

援が行われるものとする。 

１０ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当た

っては、必要に応じ、困難な問題を抱える女性への

支援に関する活動を行う民間の団体との連携に努め

るものとする。 

１１ 前各項に定めるもののほか、女性相談支援センタ

ーに関し必要な事項は、政令で定める。 

（女性相談支援センターの所長による報告等） 

第十条 女性相談支援センターの所長は、困難な問題を

抱える女性であって配偶者のないもの又はこれに準

ずる事情にあるもの及びその者の監護すべき児童に

ついて、児童福祉法第六条の三第十八項に規定する

妊産婦等生活援助事業の実施又は同法第二十三条第

二項に規定する母子保護の実施が適当であると認め

たときは、これらの者を当該妊産婦等生活援助事業

の実施又は当該母子保護の実施に係る都道府県又は

市町村の長に報告し、又は通知しなければならな

い。 

（女性相談支援員） 

第十一条 都道府県（女性相談支援センターを設置する

指定都市を含む。第二十条第一項（第四号から第六

号までを除く。）並びに第二十二条第一項及び第二項

第一号において同じ。）は、困難な問題を抱える女性

について、その発見に努め、その立場に立って相談

に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行

う職務に従事する職員（以下「女性相談支援員」と

いう。）を置くものとする。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置する指定都市

を除く。第二十条第二項及び第二十二条第二項第二

号において同じ。）は、女性相談支援員を置くよう努

めるものとする。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行

うのに必要な能力及び専門的な知識経験を有する人

材の登用に特に配慮しなければならない。 

（女性自立支援施設） 

第十二条 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所

させて、その保護を行うとともに、その心身の健康

の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行

い、及びその自立の促進のためにその生活を支援

し、あわせて退所した者について相談その他の援助

を行うこと（以下「自立支援」という。）を目的とす
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る施設（以下「女性自立支援施設」という。）を設置

することができる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設における自立支援

を、その対象となる者の意向を踏まえながら、自ら

行い、又は市町村、社会福祉法人その他適当と認め

る者に委託して行うことができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当たっては、

その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合

には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習

及び生活に関する支援が行われるものとする。 

（民間の団体との協働による支援） 

第十三条 都道府県は、困難な問題を抱える女性への支

援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その

自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性につ

いて、その意向に留意しながら、訪問、巡回、居場

所の提供、インターネットの活用、関係機関への同

行その他の厚生労働省令で定める方法により、その

発見、相談その他の支援に関する業務を行うものと

する。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関す

る活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を

尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、そ

の意向に留意しながら、前項の業務を行うことがで

きる。 

（民生委員等の協力） 

第十四条 民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八

号）に定める民生委員、児童福祉法に定める児童委

員、人権擁護委員法（昭和二十四年法律第百三十九

号）に定める人権擁護委員、保護司法（昭和二十五

年法律第二百四号）に定める保護司及び更生保護事

業法（平成七年法律第八十六号）に定める更生保護

事業を営む者は、この法律の施行に関し、女性相談

支援センター及び女性相談支援員に協力するものと

する。 

（支援調整会議） 

第十五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、困難

な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行う

ため、関係機関、第九条第七項又は第十二条第二項

の規定による委託を受けた者、困難な問題を抱える

女性への支援に関する活動を行う民間の団体及び困

難な問題を抱える女性への支援に従事する者その他

の関係者（以下この条において「関係機関等」とい

う。）により構成される会議（以下この条において

「支援調整会議」という。）を組織するよう努めるも

のとする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支援

を適切かつ円滑に行うために必要な情報の交換を行

うとともに、困難な問題を抱える女性への支援の内

容に関する協議を行うものとする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び協

議を行うため必要があると認めるときは、関係機関

等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他

必要な協力を求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合

には、これに協力するよう努めるものとする。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機関

等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理

由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘

密を漏らしてはならない。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又

は職員であった者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれら

の者であった者 

三 前二号に掲げる者以外の者 支援調整会議を構

成する者又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及

び運営に関し必要な事項は、支援調整会議が定め

る。 

第四章 雑則 

（教育及び啓発） 

第十六条 国及び地方公共団体は、この法律に基づく困

難な問題を抱える女性への支援に関し国民の関心と

理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとす

る。 

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人

であることについての意識の涵
かん

養に資する教育及び

啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合にこの

法律に基づく支援を適切に受けることができるよう

にするための教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進） 

第十七条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える

女性への支援に資するため、効果的な支援の方法、

その心身の健康の回復を図るための方法等に関する

調査研究の推進に努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える

女性への支援に従事する者の適切な処遇の確保のた

めの措置、研修の実施その他の措置を講ずることに

より、困難な問題を抱える女性への支援に係る人材

の確保、養成及び資質の向上を図るよう努めるもの

とする。 

（民間の団体に対する援助） 

第十九条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える

女性への支援に関する活動を行う民間の団体に対

し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十条 都道府県は、次に掲げる費用（女性相談支援

センターを設置する指定都市にあっては、第一号か

ら第三号までに掲げる費用に限る。）を支弁しなけれ

ばならない。 

一 女性相談支援センターに要する費用（次号に掲

げる費用を除く。） 

二 女性相談支援センターが行う第九条第三項第二

号の一時保護（同条第七項に規定する厚生労働大

臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を

含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要する費用 

四 都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に

要する費用 

五 都道府県が行う自立支援（市町村、社会福祉法

人その他適当と認める者に委託して行う場合を含

む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

六 第十三条第一項の規定により都道府県が自ら行

い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を

抱える女性への支援に要する費用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する費

用を支弁しなければならない。 
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３ 市町村は、第十三条第二項の規定により市町村が自

ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題

を抱える女性への支援に要する費用を支弁しなけれ

ばならない。 

（都道府県等の補助） 

第二十一条 都道府県は、社会福祉法人が設置する女性

自立支援施設の設備に要する費用の四分の三以内を

補助することができる。 

２ 都道府県又は市町村は、第十三条第一項又は第二項

の規定に基づく業務を行うに当たって、法令及び予

算の範囲内において、困難な問題を抱える女性への

支援に関する活動を行う民間の団体の当該活動に要

する費用（前条第一項第六号の委託及び同条第三項

の委託に係る委託費の対象となる費用を除く。）の全

部又は一部を補助することができる。 

（国の負担及び補助） 

第二十二条 国は、政令で定めるところにより、都道府

県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のう

ち、同項第一号及び第二号に掲げるものについて

は、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十

分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が第二十条第一項の規定により支弁し

た費用のうち、同項第三号及び第五号に掲げるも

の（女性相談支援センターを設置する指定都市に

あっては、同項第三号に掲げるものに限る。） 

二 市町村が第二十条第二項の規定により支弁した

費用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十条

第一項の規定により支弁した費用のうち同項第六号

に掲げるもの及び市町村が同条第三項の規定により

支弁した費用並びに都道府県及び市町村が前条第二

項の規定により補助した金額の全部又は一部を補助

することができる。 

第五章 罰則 

第二十三条 第九条第八項又は第十五条第五項の規定に

違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は

五十万円以下の罰金に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条

の規定 公布の日 

二 附則第三十四条の規定 この法律の公布の日又

は児童福祉法等の一部を改正する法律（令和四年

法律第六十六号）の公布の日のいずれか遅い日 

三 略 

四 附則第三十六条の規定 この法律の公布の日又

は刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整理等に関する法律（令和四年法律第六十

八号）の公布の日のいずれか遅い日 

 

 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の公布後三年を目途として、

この法律に基づく支援を受ける者の権利を擁護する

仕組みの構築及び当該支援の質を公正かつ適切に評

価する仕組みの構築について検討を加え、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行

後三年を目途として、この法律の施行の状況につい

て検討を加え、必要があると認めるときは、その結

果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（準備行為） 

第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日（以下

「施行日」という。）前においても、第七条第一項か

ら第三項までの規定の例により、基本方針を定める

ことができる。この場合において、厚生労働大臣

は、同条第四項の規定の例により、これを公表する

ことができる。 

２ 前項の規定により定められ、公表された基本方針

は、施行日において、第七条第一項から第三項まで

の規定により定められ、同条第四項の規定により公

表された基本方針とみなす。 

（婦人補導院法の廃止） 

第十条 婦人補導院法は、廃止する。 

（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置） 

第十一条 旧婦人補導院法第十二条の規定による手当金

の支給及び旧婦人補導院法第十九条の規定による遺

留金品の措置については、なお従前の例による。こ

の場合において、これらに関する事務は、法務省令

で定める法務省の職員が行うものとする。 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の

施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （令和四年六月一五日法律第六六

号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 附則第七条、第八条及び第十七条の規定 公布

の日 

（罰則に関する経過措置） 

第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十七条 附則第三条から前条までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八

号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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２ 困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針 
○ 厚生労働省告示第 111 号 

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第 52号）第七条第一項

の規定に基づき、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針を

次のように定めたので、同条第五項の規定により公示する。 

令和５年３月 29 日 
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る基本的な方針 

⑵ 困難な問題を抱える女性への支援のため
の施策内容に関する事項 

⑶ その他困難な問題を抱える女性への支援

のための施策の実施に関する重要事項 
 

はじめに 

１．これまでの経緯 
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

（令和４年法律第 52 号。以下「法」という。）の

成立以前は、我が国において、対象者が「女性で
あること」に着目した福祉的な支援のための施策
は、法による改正前の売春防止法（昭和 31 年法

律第 118 号。以下「旧売春防止法」という。）第
４章の規定に基づく婦人保護に関する施策が中心
であり、法に基づいて婦人相談所の設置、婦人相

談員の委嘱、婦人保護施設の設置等の婦人保護事
業が進められてきた。しかしながら、法に基づく
婦人保護事業は、法第 34 条第３項において「性

行又は環境に照して売春を行うおそれのある女
子」と定義される「要保護女子」の「保護更生」
を目的とするものであり、困難な問題に直面して

いる女性の人権の擁護・福祉の増進や自立支援等
の視点は不十分なものであった。 

時代が下るにつれ、社会経済状況の急激な変化

とともに、女性の高学歴化が進み、就業率が上昇
した。また、婚姻に関する意識や家族関係の変化
により、女性の支援ニーズも多様化したにもかか

わらずそのような変化に対応するための法改正は
行われないまま、婦人保護施策は、その対象者を
拡大する対応にとどまった。「売春」以外の、生

活困難や家庭環境の問題等のさまざまな課題を抱
えた女性が婦人保護事業の現場において増加した
こと等も受け、昭和 45 年には、「昭和 45 年度婦

人保護事業費の国庫負担及び補助について」（昭
和 45 年厚生省社会局長通知）において、「婦人相
談所又は婦人相談員がその受け付け時点において
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転落のおそれなしと認めた婦女子については、当
該婦女子が正常な生活を営むのに障害となる問題

を有しており、かつ、その障害となる問題を解決
すべき機関が他にないと認められる場合に限り、
転落未然防止の見地から当該障害となる問題が解

決されるまでの間、婦人保護事業の対象者として
取り扱って差し支えない」旨が示され、婦人保護
事業の対象が「売春を行うおそれのある女子」以

外にも拡大された。 
また、平成 13 年に施行された配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成

13 年法律第 31 号。以下「配偶者暴力防止等法」
という。）においては、法第３条から第５条まで
において、婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護

施設が、配偶者からの暴力を受けた者の支援を行
う機関として位置づけられ、配偶者暴力防止等法
が、婦人保護事業の根拠法のひとつとなった。 

さらに、日本に入国した外国人女性が監禁され
たり、「売春」を強要されたりといった人身取引
の被害報告が増加したことを背景に、平成 16 年

に「人身取引対策行動計画」（人身取引対策に関
する関係省庁連絡会議決定）が策定された。警察
署等において人身取引被害者を発見した場合の対

応として婦人相談所等に当該女性の保護を依頼す
べきこととされたことを踏まえ、厚生労働省から
も、人身取引被害者の保護を実施する機関として

婦人相談所が留意すべき事項を地方公共団体に向
けて通知した。 

加えて、累次の改正により、現行のストーカー

行為等の規制等に関する法律（平成 12 年法律第
81 号）第９条では、ストーカー行為等の相手方
（被害者）に対する支援が明確に位置づけられた

ことから、婦人相談所等によるストーカー行為の
被害者への適切な支援についても通知がなされて
いる。 

このように、女性達が直面している問題も多様
化し、また複合的な困難な問題を抱える女性の増
加も指摘されてきたと同時に、婦人保護事業の対

象者も拡大してきたが、旧売春防止法における婦
人保護に関する規定が抜本的に見直されることは
なかった。これらの状況を受けて、旧売春防止法

に婦人保護事業の根拠を置くことそのものの制度
的限界が指摘されるようになり、女性活躍加速の
ための重点方針 2018（平成 30 年６月 12 日すべ

ての女性が輝く社会づくり本部決定）において
は、「婦人相談所等における支援について実施し
た実態把握の結果等を踏まえ、課題の整理を行

い、社会の変化に見合った婦人保護事業の見直し
について有識者等による検討の場を設ける。その
議論を踏まえつつ必要な見直しについて検討す

る」旨が決定された。 
平成 30 年７月には、厚生労働省子ども家庭局

長が有識者等の参集を求めた「困難な問題を抱え

る女性への支援の在り方に関する検討会」が開催
され、婦人保護事業の将来的な在り方等について
検討を行った。本検討会が取りまとめた「困難な

問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討
会中間まとめ」（令和元年 10 月 11 日）において
は、婦人保護事業の支援対象者像の拡大や、旧売

春防止法を制度的根拠とすることの限界が改めて
指摘され、「人権の擁護と男女平等の実現を図る
ことの重要性に鑑み、様々な困難な問題に直面す

る女性を対象とした包括的な支援制度が必要であ
る」こと、「（略）女性が抱える困難な問題は、近
年、複雑・多様化、かつ、複合的なものとなって

おり、旧売春防止法を根拠とした従来の枠組みで
の対応は限界が生じている。このような認識のも

と、女性を対象として専門的な支援を包括的に提
供する制度について、法制度上も旧売春防止法で
はなく、新たな枠組みを構築していく必要があ

る」こと、また「旧売春防止法に基づく「要保護
女子」としてではなく、若年女性への対応、性暴
力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害からの回

復支援、自立後を見据えた支援など、時代ととも
に多様化した困難な問題を抱える女性を対象とし
て、相談から保護・自立支援までの専門的な支援

を包括的に提供できるようにすることが必要であ
る」ことや「行政・民間団体を通した多機関にお
ける連携・協働を通じて、支援が行き届きにくい

者も対象とし、早期かつ、切れ目のない支援を目
指すことが必要である」ことが指摘された。 

このような状況の中で、国会においても、婦人

保護事業の旧売春防止法からの脱却を目指す動き
が強まり、令和４年５月、議員立法である法が成
立した。法は令和６年４月１日から施行されるも

のであり、法の施行に伴い、旧売春防止法のう
ち、補導処分及び婦人補導院について規定した第
３章並びに婦人保護事業について規定した第４章

は廃止されることとなった。なお、婦人補導院に
ついては、以下の理由から廃止することとしてお
り、当該廃止に伴い、関係法令（婦人補導院法

（昭和 33 年法律第 17 号）、婦人補導院処遇規則
（昭和 33 年法務省令第８号）及び婦人補導院組
織規則（平成 13 年法務省令第５号））についても

廃止されることとなった。 
・女性を婦人補導院に強制的に収容して矯正する

補導処分の仕組みは、法の趣旨に合致しないこ

と 
・法で新設する、困難な問題を抱える女性に関す

る包括的な支援体制により、従来の制度では婦

人補導院における補導処分の対象となるような
女性も含めて、支援可能となること 

・近年の補導処分の件数が極めて低い水準で推移

していること 
２．方針のねらい 

旧売春防止法第４章に基づく婦人保護事業は、困

難な問題に直面している女性の人権の擁護・福祉の
増進や自立支援等の視点は不十分なものであった。
また、婦人保護事業による支援の対象者が拡大して

きた中においても、なお、制度や施設等の利用に円
滑につながりにくい場合があること、旧売春防止法
下での支援内容が実際の支援対象者のニーズに合わ

ないこと、婦人保護事業の存在等に関する周知が不
足していること、地方公共団体によって制度の利用
に独自のルールが設けられている場合があること等

を背景として、婦人保護事業は困難な問題を抱える
女性への支援が重要な課題となっているにもかかわ
らず十分に活用されてこなかった。さらに、女性へ

の支援に取り組む民間団体も現れてきているが、活
動基盤が脆弱な状況が見られる。 

法は、「売春を行うおそれのある要保護女子」の

「保護更生」を目的とした旧売春防止法第４章とは
異なり、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関
係性その他の様々な事情により、日常生活又は社会

生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える、あるい
は抱えるおそれのある女性を施策の対象とし、それ
らの女性が自らの意思を尊重されながら、その置か

れた状況に応じてきめ細やかで、支援対象者に寄り
添いつながり続ける支援を受けることにより、その



                                  

30 

福祉が増進され、自立して暮らすことができる社会
を実現することを目的としている。 

法のもとで実施される女性支援事業に関しては、
これまで婦人保護事業の中核を担ってきた婦人相談
所、婦人相談員及び婦人保護施設が、名称を女性相

談支援センター、女性相談支援員及び女性自立支援
施設と変更した上で引き続き事業の中心となる。一
方で、困難な問題を抱える女性に対しては、独自の

支援を実施している民間団体が存在しており、これ
らの民間団体の特色である柔軟性のある支援や、こ
れまでの活動の中で蓄積された知見や経験、育成さ

れてきた人材等は、困難な問題を抱える女性への支
援を進める上で有効である。この点を踏まえ、困難
な問題を抱える女性への支援に当たっては、行政機

関と民間団体は、双方の特色を尊重し、補完し合い
ながら対等な立場で協働していくことが求められ
る。また、女性支援に当たっては、関係地方公共団

体相互間の緊密な連携と合わせて、女性支援を行う
機関と、他の施策に関連する様々な機関が緊密に連
携しながら、支援対象者の置かれた状況に応じてき

め細やかな、つながり続ける支援を実施する必要が
ある。 

こうした地域での支援体制の構築に際しては、大

きな地域格差が生じることのないよう、国において
全国の支援体制の状況等の把握や課題分析等を行う
とともに、都道府県及び市町村（特別区を含む。以

下同じ。）が中心となり、困難な問題を抱える女性
の人権の擁護、性暴力や性的虐待、性的搾取等の性
的な被害からの心身の健康の回復、生活再建等に必

要となる支援体制の強化や地域福祉との連携の強化
を図っていく必要がある。 

さらに、旧売春防止法における旧婦人相談所、旧

婦人相談員及び旧婦人保護施設は、配偶者暴力防止
等法第１条に規定する配偶者からの暴力等及び配偶
者暴力防止等法第 28 条の２に規定する関係にある

相手からの暴力を受けた被害者（以下「配偶者暴力
被害者」という。）への支援の受け皿として位置づ
けられてきた経緯があり、法施行後も引き続き、法

の支援の対象者として配偶者暴力被害者が含まれる
こととなる。一方、配偶者暴力被害者については、
配偶者暴力防止等法及び法の下位法令等に基づき支

援を行う必要があることから、これまでも、困難な
問題を抱える女性への支援の枠組の中において、配
偶者暴力被害者への支援とそれ以外の者への支援が

併存している状況が続いてきたところである。法の
施行に当たっては、配偶者暴力防止等法と法の関係
性を整理した上で、例えば、必要に応じて近隣自治

体とも連携しつつ、配偶者暴力被害者をはじめとす
る所在地の秘匿性の必要性が高い場合と、地域に開
かれた社会生活等が重要である場合、それぞれに適

切な支援を提供できるような施設や支援の在り方の
検討に努める必要がある。 

また、法の施行に当たっては、地域によって困難

な問題を抱える女性への対応に大きな格差が生じる
べきではなく、支援対象者が全国どこにいたとして
も、必要十分な支援を受ける体制を全国的に整備し

ていく必要がある。一方で、困難な問題を抱える女
性を巡る状況は地域の特性によって異なることも踏
まえ、法は、困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策の実施に関する基本計画（以下「基本計
画」という。）の策定を都道府県に義務づけるとと
もに、市町村に対しても努力義務として基本計画の

策定を求めている。困難な問題を抱える女性への支
援体制の構築を着実に進めるに当たっては、本基本

方針に則って各地方公共団体が基本計画を定めるこ
とが重要である。 

この基本方針は、法第７条第１項の規定に基づ
き、困難な問題を抱える女性への支援に関する基本
的な事項、困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策の内容に関する事項及び都道府県等が策定す
る基本計画の指針となるべき基本的な事項につい
て、法の趣旨や困難な問題を抱える女性の実態、支

援対象者に対する支援の実態や課題等を踏まえて定
めることにより、困難な問題を抱える女性の福祉の
増進及び自立に向けた施策が国及び地方公共団体に

おいて総合的かつ計画的に展開され、個々の支援対
象となる女性に対して効果的に機能することを目指
すものである。国及び地方公共団体は、困難な問題

を抱える女性への支援のための施策の実施及び制度
運営に関する予算等の検討に当たっては、この基本
方針を十分に踏まえる必要がある。 

３．方針の対象期間 
この基本方針の対象期間は、令和６年度から令和

10 年度までの５年間とする。なお、法その他の関

係法令に改正があった場合は、その都度見直しを行
うものとする。 

第１ 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的

な事項 
以下の記述について、特に記載がないものは、厚

生労働省子ども家庭局家庭福祉課（令和４年度当

時）の調査による。 
１． 女性相談支援センター（旧婦人相談所）の設置

状況 

令和３年４月１日時点で、女性相談支援センター
（旧婦人相談所）は全国に 49 カ所存在する。ま
た、女性相談支援センター（旧婦人相談所）は、配

偶者暴力防止等法第３条第１項の規定により配偶者
暴力相談支援センターとしての役割も担っている
（配偶者暴力相談支援センターは全国で 308 カ所設

置されている（令和４年９月１日現在））。 
２．女性相談支援センター（旧婦人相談所）の利用

者の状況や推移 

令和２年度に女性相談支援センター（旧婦人相談
所）に相談に訪れた者の人数は 10,591 人（実人
数）であり、その相談内容の内訳は夫等（配偶者

（事実婚を含む。））からの暴力を受けた者（配偶者
からの暴力を受けた後婚姻を解消した者であって、
当該配偶者であった者から引き続き生命又は身体に

危害を受けるおそれがある者・生活の本拠を共にす
る交際をする関係にある相手を含み、身体的暴力を
受けた者に限らず、心身に有害な影響を及ぼす言動

を受けた者を含む。）からの暴力に関する相談が
60.1％と最多、暴力以外の家族・親族との問題（離
婚問題を含む。）に関する相談が 12.7％と２番目に

多い結果となった。また、夫等以外の、子、親、親
族等からの暴力に関する相談が 9.3％、交際相手等
からの暴力に関する相談が 2.7％であり、夫等から

の暴力に関する相談と合わせると、近しい者からの
暴力に関する相談が 72.1％を占めている。さら
に、住居問題（帰住先なしを含む。）が 6.4％等と

続く。また、相談者の年齢層は、40 歳以上が
48.0％、20 歳以上 40 歳未満が 48.0％、18 歳以上
20 歳未満が 2.5％、18 歳未満が 0.4％である。女性

相談支援センター（旧婦人相談所）への来所相談人
数は、平成 15 年度の 21,195 人から、一貫して減少
傾向にある。夫等からの暴力に関する相談人数は、

平成 21 年度の 9,882 人が最多であったが、その後
減少している。 
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女性相談支援センター（旧婦人相談所）により
一時保護された女性は令和２年度で 3,514 人、そ

の同伴家族は 2,851 人で、合計すると 6,365 人で
ある。同伴家族の内訳としては、60.6％が乳児・
幼児、28.3％が小学生、97.7％が 18 歳未満の児童

となっている。一時保護所の利用率は全国平均で
見ると 14.1％（同伴家族を除く。）であるが、地
域間の差が大きく、最も低い都道府県で 2.0％、

最も高い都道府県で 64.3％となっている。一時保
護の平均在所日数は 17.1 日であり、１～５日が最
多の 26.4％である一方、31 日以上在所する者も

15.3％存在する。また、令和２年度中の退所者
3,454 人の内訳をみると、一時保護後の行き先と
しては、9.5％が女性自立支援施設（旧婦人保護施

設）、11.6％が母子生活支援施設、11.8％がその他
の社会福祉施設、8.4％が民間団体となっている。
そのほか、実家等に帰郷した者が 14.4％、帰宅し

た者が 15.4％、自立した者が 13.2％等となってい
る。一時保護された女性の人数は、平成 21 年度の
6,625 人が最多であり、その後減少傾向にある。

また、平成 14 年度に一時保護委託制度を創設して
おり、各都道府県の委託契約先となる施設数は令
和３年４月１日現在で 333 施設存在する（同一施

設が複数都道府県の委託契約先となる場合がある
ため、重複がある。）。 

一時保護された女性のうち、委託先施設で保護

された人数は、令和２年度で 1,136 人、その同伴
家族は 1,178 人で、合計すると 2,314 人である。 

３．女性相談支援員（旧婦人相談員）の委嘱及び配

置の状況 
令和３年４月１日時点で、女性相談支援員（旧婦

人相談員）の人数は 1,594 人、うち 474 人が都道府

県（義務設置）、1,120 人が市から委嘱されている
（任意設置）。女性相談支援員（旧婦人相談員）は
毎年わずかずつ増加しているが、特に市における増

加率が高く、平成 21 年度の 598 人から 522 人増加
している。女性相談支援員（旧婦人相談員）のうち
約 16.3％にあたる 260 名が常勤職員であり、それ

以外の約 83.7％は非常勤職員である。女性相談支
援員（旧婦人相談員）の在職年数としては、３年未
満が都道府県では 40.5％、市では 43.5％を占めて

いる。女性相談支援員（旧婦人相談員）が配置され
ている場所としては、都道府県では女性相談支援セ
ンター（旧婦人相談所）や福祉事務所、県支庁な

ど、市では福祉事務所や市本庁が多い。 
４．女性相談支援員（旧婦人相談員）が実施する相

談支援の現状 

女性相談支援員（旧婦人相談員）が受け付ける相
談件数（女性相談支援センター（旧婦人相談所）に
配置された女性相談支援員（旧婦人相談員）への相

談を除く。）は増加傾向であり、来所相談や電話相
談等の合計実人員は、平成 21 年度で 126,118 人で
あったのが、令和２年度で 164,622 人となってお

り、延べ相談件数は平成 21 年度の 266,611 件から
令和２年度には 433,250 件となっている。また、平
成 21 年度の来所相談のうち、夫等からの暴力に関

する相談をした人数が 17,301 人、来所相談全体に
対する割合が 26.4％であったことと比べると、令
和２年度に受け付けた来所相談人数 71,289 人のう

ち、夫等からの暴力に関する相談をした人数は
32,001 人で、全体の 44.9％を占めており、年々増
加している。 

５．女性自立支援施設（旧婦人保護施設）の設置状 
  況 

令和３年４月１日時点で、女性自立支援施設（旧
婦人保護施設）は、全国に 47 施設設置されている

が、女性自立支援施設（旧婦人保護施設）が設置さ
れていない県も７県ある。47 施設のうち、公設公
営の施設が 22 施設（46.8％）、民設民営の施設が

16 施設（34.0％）、公設民営の施設が９施設
（19.1％）ある。公設公営の施設については、女性
相談支援センター（旧婦人相談所）に女性自立支援

施設（旧婦人保護施設）を併設する形をとっている
ところが多い。女性自立支援施設（旧婦人保護施
設）の入所者数及び定員に対する定員充足率は減少

傾向にあり、平成 21 年度の年間平均入所者数が
505 人、定員充足率が 35.9％であったのに対し、令
和２年度の年間平均入所者数は 244 人、定員充足率

は 19.8％であるが、定員充足率が一番高い自治体
は 44.6％、一番低い自治体は 0.2％となっている。
また、令和２年度の入所者の実人数は 643 人となっ

ており、この他に入所者の同伴家族が 261 人入所し
ていた。単身での入所者は 502 人、家族を伴う入所
者は 141 人であった。 

６．女性自立支援施設（旧婦人保護施設）の入所者
の現状 
令和２年度の女性自立支援施設（旧婦人保護施

設）入所者の入所理由は、夫等からの暴力が 258
人、40.1％と最多であり、続いて住居問題（帰住先
なしを含む。）が 181 人（28.1％）、子、親、親族等

からの暴力が 88 人（13.7％）、交際相手等からの暴
力が 58 人（9.0％）等となっている。夫等や子、
親、親族、交際相手等からの暴力被害を入所理由と

する者の割合は全体の 62.8％を占めている。 
平均在所日数は 138.6 日である。入所者の年齢層

は、40 歳以上が 46.7％、20 歳以上 40 歳未満が

47.4％、18 歳以上 20 歳未満が 5.3％、18 歳未満が
0.6％である。入所者の同伴家族 261 人の内訳とし
ては、69.7％が乳児・幼児、23.0％が小学生であ

り、18 歳未満の児童が約 98％を占める。 
令和２年度の入所者のうち 12.4％が精神障害者

保健福祉手帳を所持しており、10.2％が療育手帳

を、4.0％が身体障害者手帳を所持している。ま
た、17.7％が通院、入院歴がある者及び常備薬を服
用している者であり（手帳所持者は含まない。）、入

所者のうち半数近くの女性が何らかの障害や疾病を
抱えている。 

７．まとめ 

女性相談支援センター（旧婦人相談所）への相談
や女性相談支援センター（旧婦人相談所）における
一時保護、女性自立支援施設（旧婦人保護施設）へ

の入所等、いずれの場面においても、支援対象者の
ニーズは多様化、複雑化、複合化し、個別専門的な
対応を必要とするケースが多いなど、旧売春防止法

を根拠として婦人保護事業が創設された時点から、
状況が根本的に変化していることが改めて浮き彫り
になっており、法はこのような状況を踏まえて創設

されたものである。何らかの形態による暴力の被害
者が制度利用者の多数を占めるという状況に加え、
女性自立支援施設（旧婦人保護施設）への入所者の

うち半数近くの女性が何らかの障害や疾病を抱えて
いるという状況は、これらの女性達への支援におい
て、カウンセリング等による精神面の支援をはじめ

とする心理的・医療的側面からの支援が極めて重要
であることを意味している。さらに、一時保護や女
性自立支援施設（旧婦人保護施設）への入所の際、

児童をはじめとする同伴家族がいる場合も多いこと
から、同伴家族の生活にも配慮した支援が必要であ
る。女性相談支援センター（旧婦人相談所）以外に
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配置された女性相談支援員（旧婦人相談員）への相
談件数は、平成 21 年度と令和２年度を比べると実

人員では 1.3 倍、延べ件数から見ると 1.6 倍となっ
ており相談者の増加が顕著に現れている。一方で女
性相談支援センター（旧婦人相談所）や女性自立支

援施設（旧婦人保護施設）の利用は年々減少してい
る状況である。背景には、困難な問題を抱える女性
自身が、女性相談支援センター（旧婦人相談所）や

女性自立支援施設（旧婦人保護施設）が提供する支
援を受けようと考えていないことや、そもそもこれ
らの支援策の存在を知らないこと、支援を必要とし

ていながら、女性相談支援センター（旧婦人相談
所）等における支援対象として十分に発見されてい
ない女性が一定数存在すること、地方公共団体によ

っては、女性相談支援センター（旧婦人相談所）に
おいて支援対象者が配偶者暴力被害者等に限定され
ている場合があること、一時保護所への入所のハー

ドルが高いこと、同伴児童と一緒に入所できない、
携帯電話の使用制限など、支援対象者に支援を受け
ることを躊躇させる要因があること、女性側のニー

ズに対して支援内容や制度が不十分であることが指
摘されており、課題となっている点を検証し、支援
を必要とする者に確実に支援が届く体制をつくるこ

とが重要である。 
また、困難な問題を抱える女性への支援について

は、民間団体が独自にＳＮＳ等も活用しつつアウト

リーチや相談支援、居場所やシェルター、ステップ
ハウスの提供や医療機関・行政機関等への同行支援
等、生活再建に向けた様々な支援策を展開している

が、一方で、民間団体の多くが、人材や資金等の面
での困難や脆弱さを抱えている現状もある。民間団
体による支援活動の特長を生かし、行政と民間団体

が協働しながら女性支援を推進していくことが必要
と考えられる。 

第２ 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の

内容に関する事項 
１．法における施策の対象者及び基本理念 

法第２条は、法に基づく支援等の対象となる困難

な問題を抱える女性について、「性的な被害、家庭
の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情に
より日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な

問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含
む。）」と規定している。法は、そもそも、女性が、
女性であることにより、性暴力や性的虐待、性的搾

取等の性的な被害に、より遭遇しやすい状況にある
ことや、予期せぬ妊娠等の女性特有の問題が存在す
ることの他、不安定な就労状況や経済的困窮、孤立

などの社会経済的困難等に陥るおそれがあること等
を前提としたものであり、このような問題意識のも
と、法が定義する状況に当てはまる女性であれば年

齢、障害の有無、国籍等を問わず、性的搾取により
従前から婦人保護事業の対象となってきた者を含
め、必要に応じて法による支援の対象者となる。特

に、女性の尊厳を傷つけ、女性の人権を軽視するも
のである性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被
害を受けた者に対する支援は重要であり、被害によ

る心的外傷から回復し、安定的な生活を営めるよう
になるための中長期的な支援を行うことが重要であ
る。また、妊娠に関連する支援については、妊娠・

出産・中絶等のどの段階においても相手との関係性
や支援対象者の年齢、家庭状況、就労・経済状態な
どにより、支援のニーズが多様であることや、今後

の支援対象者の生活設計への影響が大きいこと、性
暴力や性的虐待、性的搾取などの性的な被害経験や
母体の危険性、緊急な対応の必要性などに配慮し、

支援対象者の意思決定過程を支えながら、適切な専
門機関や民間団体、支援施策と緊密に連携して支援

を行う必要がある。加えて、「困難な問題を抱える
女性（そのおそれのある女性を含む。）」とは、現に
問題を抱えている者のみならず、適切な支援を行わ

なければ将来的に問題を抱える状況になる可能性が
ある者を含んでいることに留意が必要である。 

性自認が女性であるトランスジェンダーの者につ

いては、トランスジェンダーであることに起因する
人権侵害・差別により直面する困難に配慮し、その
状況や相談内容を踏まえ、他の支援対象者にも配慮

しつつ、関係機関等とも連携して、可能な支援を検
討することが望ましい。 

法の基本理念を規定している法第３条のうち、第

１号は、「女性の抱える問題が多様化するとともに
複合化し、そのために複雑化していることを踏ま
え、困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が

尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心
身の状況等に応じた最適な支援を受けられるように
することにより、その福祉が増進されるよう、その

発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立
して生活するための援助等の多様な支援を包括的に
提供する体制を整備すること」を規定している。困

難な問題を抱える女性には、自身の国籍や出自、疾
病や障害、過去の経験に起因する、様々な複合的な
差別や社会的排除に直面し、抱えている問題自体が

複合化・複雑化していることが多い。こうした複合
化・複雑化した問題の解決には、それぞれの問題に
関わる多様な関係機関との連携が重要である。 

また、支援対象者の多くが精神や身体等を傷つけ
られていることも踏まえつつ、支援対象者本人が自
らの意思や意見を決定し、表明できるように支援す

る体制を整え、本人の意思に寄り添った支援を行う
ことが必要である。とりわけ、性暴力や性的虐待、
性的搾取等の性的な被害により、尊厳を著しく傷つ

けられた女性には、これらの搾取等の構造から離
れ、安心できる安定的な生活を確立し、心身の健康
の回復を時間をかけて図っていくことが必要であ

る。こうした困難な問題を抱える女性は、過去の経
験の影響等によって持続的な信頼関係の構築が困難
である、性的搾取等の構造に再度取り込まれやすい

状況に置かれる等の様々な困難を抱えており、安定
的に支援を提供し続けることが困難である場合があ
るが、そうした場合に支援が途切れても繰り返しつ

ながり支えていく姿勢をもって、支援に当たること
が重要である。また、性的搾取による被害が「性非
行」として捉えられやすい若年女性（児童である場

合や妊産婦を含む。）については、その背後にある
虐待、暴力、貧困、家族問題、孤立、障害などの問
題を十分に踏まえつつ、児童相談所等の関係機関と

連携しつつも、困難な問題を抱える女性への支援と
して、制度の狭間に落ちることのないよう対応する
必要がある。 

同条第２号は、「困難な問題を抱える女性への支
援が、関係機関及び民間団体の協働により、早期か
ら切れ目なく実施されるようにすること」を基本理

念として規定しており、都道府県を基本とする広域
的な実施主体と、市町村を基本とした身近な実施主
体、困難な問題を抱える女性を多様な観点及び手法

で支援している民間団体や専門機関等の多数の機関
が連携して、包括的かつ切れ目のない支援体制を整
備することを求めている。また、地域によって困難

な問題を抱える女性への対応に大きな格差が生じる
べきではなく、支援対象者が全国どこにいたとして
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も必要十分な支援を受ける体制を全国的に整備して
いく必要がある。 

さらに、同条第３号は「人権の擁護を図るととも
に、男女平等の実現に資することを旨とすること」
を規定しており、困難な問題を抱える女性の人権を

擁護するとともに、その性に起因して困難な状態に
陥りやすい女性を支援することにより、男女平等の
実現に資することを求めている。 

地方公共団体は、これらの理念に基づき、支援対
象者の多様なニーズに応じた、地域の関係機関等の
連携・協働による、支援対象者への包括的かつ継続

的な「つながり続ける」支援、行政機関のみでは実
施が難しい支援を行っている民間団体との協働に努
める。また、国及び地方公共団体は、人材の育成、

国民への教育・啓発、広域連携体制の構築などに取
り組み、全国において困難な問題を抱える女性への
支援が適切に実施されるよう努める。 

２．国、都道府県及び市町村の役割分担と連携 
女性支援事業は、法第４条に則り、国及び地方公共

団体の責務として実施されるものである。困難な問題

を抱える女性に対しては、法第９条第１項に規定する
女性相談支援センター、法第 11 条第１項に規定する
女性相談支援員、法第 12 条第１項に規定する女性自

立支援施設が３本の柱として中核となり、女性が抱え
ている問題の種別に応じて関係機関と密接に連携を取
りながら支援を展開することとする。その際、国、都

道府県及び市町村も、適切に役割を分担しながら、互
いに連携することが必要である。 
国は、困難な問題を抱える女性への支援に係る施策

や制度の企画・立案を行う。また、困難な問題を抱え
る女性への支援に関する状況の現状や課題を分析し、
より効果的な施策を展開するための調査研究や、困難

な問題を抱える女性への支援に係る施策の普及・啓
発、関係者の研修等に努める。さらに、都道府県や市
町村における、困難な問題を抱える女性への支援に関

する施策を効果的かつ効率的に実施するための課題や
方策の検討について、地域の実情に応じて支援する体
制を整備するとともに、都道府県や市町村の基本計

画、施策及び取組について情報提供を行う等、都道府
県及び市町村に対する支援を行う。基本計画の策定が
義務づけられている都道府県に対しては、全ての都道

府県において円滑な策定が進むよう必要な支援を行う
とともに、策定が努力義務である市町村に対しては、
国が助言等を行い、積極的な策定を支援する。国の補

助事業については、都道府県及び市町村によって実施
状況のばらつきがみられるが、都道府県及び市町村が
これらの事業を積極的に活用して、地域のニーズに応

じた施策を展開していくことができるよう、支援を行
う。 
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性へ

の支援を行う民間団体が安全かつ安定的に運営を継続
するに当たっての支援や、女性支援を行う意向のある
団体の立ち上げに関する支援等を検討し、実施するよ

う努める。 
都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に関

して中核的な役割を果たすものとして、法第８条第１

項の規定により、この基本方針に即して基本計画を策
定すること等を通じて、地域の実情に応じて、それぞ
れの地域特性を考慮しながら、計画的に、地域のニー

ズに応じた施策を検討・展開していくことが必要であ
る。都道府県は、法第３条の規定の趣旨を踏まえ、困
難な問題を抱える女性への支援の積極的かつ計画的な

実施及び周知並びに支援を行う者の活動の連携及び調
整を図ることとする。 

都道府県は、段階的・重層的な支援を行っていくた
め、行政機関と民間団体それぞれの特性を生かした支

援の在り方を検討するとともに、地域内の女性支援の
実施状況や実施体制を把握し、女性相談支援センター
の設置、女性相談支援員の配置、女性自立支援施設の

設置状況を検証することが望ましい。また、困難な問
題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間団体
との協働による女性支援を通じ、困難な問題を抱える

女性がそれぞれの意思を尊重されながら、抱えている
問題及びその背景、心身の状況等に応じた最適な支援
を受けられる体制を整備するものとする。 

都道府県は、広域的な観点から、市町村が実施する
困難な問題を抱える女性への支援が円滑に進むよう、
市町村における基本計画の策定状況や各種施策の取組

状況等についての情報提供、市町村のニーズを踏まえ
た包括的な支援の展開等、市町村に対する支援を行う
とともに、市町村の取組状況を把握し、格差が生じな

いよう必要な取組（女性相談支援員の配置状況の見え
る化や、未配置市町村に対する女性相談支援員の配置
等）を促していく役割を有する。 

市町村は、支援対象者にとって最も身近な、支援の
端緒となる相談機能を果たすとともに、困難な問題を
抱える女性の支援に必要となりうる児童福祉、母子福

祉、障害者福祉、高齢者福祉、生活困窮者支援、生活
保護等の制度の実施主体であり、支援の主体でもある
ことから、支援に必要な制度を所管する庁内関係部署

はもとより、幅広い部署がそれぞれに主体性を発揮
し、相互に連携の上、支援対象者が必要とする支援を
包括的に提供するとともに、必要な場合は適切に当該

市町村が所在する都道府県や他の市町村、関係機関等
につなぎ、かつ、つないだ先の都道府県や他の市町村
等と連携して支援を行う等、関係機関との緊密な連携

が図られるよう配慮しなければならない。また、庁内
での情報連携及び支援方針の決定が円滑に行われるよ
う、関連部署が参加する会議の開催等の工夫に努め

る。 
市町村は、法第８条第３項及び第 11 条第２項の規

定により、この基本方針に即して基本計画を策定する

よう努めるとともに、女性相談支援員を置くよう努め
るものとする。 
また、市町村は市町村内における、困難な問題を抱

える女性への支援窓口の周知等に努めるほか、困難な
問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間団
体と協働しての女性支援を積極的に担うことに努め

る。 
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、困難

な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うた

め、困難な問題を抱える女性への支援に従事する者そ
の他の関係者により構成される支援調整会議を組織す
るよう努めるものとする。 

都道府県及び市町村は、国による調査研究や研修
等、予算事業等も活用しつつ、困難な問題を抱える女
性への支援に係る施策の普及・啓発、効果的な支援の

手法等に関する調査研究の推進、支援に係る人材の確
保や養成及び資質の向上及び女性支援を行う民間団体
の安全かつ安定的な運営の援助に努めるものとする。 

３．支援の基本的な考え方 
旧売春防止法においては、婦人保護事業の対象者は

あくまで「保護更生」を必要とする者として位置づけ

られており、支援対象者本人の意思の尊重や､本人の
状況に応じた自立支援の重要性については明確に謳わ
れてこなかった。法に基づく困難な問題を抱える女性

への支援は、旧売春防止法に基づく「保護更生」の考
え方とは大きく異なり、法第３条に規定する基本理念
に基づいて行われるべきであり、困難な問題を抱える
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女性本人の心身の安全・安心の確保等に留意しつつ最
大限にその意思を尊重し、本人の立場に寄り添って、

相談やアウトリーチ等による発見から相談へつないで
いくことが重要である。また、一人ひとりのニーズに
応じて、施設等への入所、生活支援や被害からの回復

支援を行い、地域生活への移行や自立支援まで、地域
の関係機関等が連携・協働して包括的な支援を実施す
るものとする。 

なお、支援に際しては、次の点に十分留意する必要
がある。 
① 支援対象者が目指すべき自立は、経済的な自立の

みを指すものではなく、個々の者の状況や希望、
意思に応じて、必要な福祉的サービス等も活用し
ながら、安定的に日常生活や社会生活を営めるこ

とを含むものであり、「本人の自己決定」及び「自
己選択」が重要な要素である。支援に当たって
は、支援対象者が自己決定できるよう十分な情報

提供に基づく、丁寧なソーシャルワークを行い、
支援対象者に寄り添い一緒に考えていく姿勢が求
められること。 

② 支援に当たっては、多様な困難な問題を抱えた若
年世代から子育て世代、中年・高齢世代と、幅広
い年齢層の女性それぞれのライフステージに合わ

せて、各関係機関や民間団体等とも連携し、支援
対象者の立場に寄り添った支援を行うことが必要
であること。 

③ 多様で複合的な困難な問題を抱える支援対象者の
自立に向けての支援は、性暴力や性的虐待、性的
搾取等の性的な被害に遭った者をはじめとする支

援対象者の多くが精神や身体を傷つけられ、自ら
の意思や希望等を表出することが難しい状況に置
かれている場合も多く、自立を困難にしている諸

要因を理解し、問題解決に向けて包括的に対応し
ていく必要があること。 

④ 支援対象者の属性や課題にかかわらず、幅広く相

談を受け止め、支援対象者と寄り添い、つながり
続ける支援を行うとともに、各関係機関につなぐ
支援が重要であること。 

⑤ 各関係機関や民間団体等が十分に協働・連携を図
りながら継続し、寄り添いながら支援を行うこと
が重要であり、支援が途切れても繰り返しつなが

り支えていく姿勢を持って、支援に当たることが
重要であること。 

⑥ 特に、行政機関に支援を求めることができない、

あるいは求めない女性の存在に留意し、アウトリ
ーチ等を積極的に行う民間団体とも連携した支援
対象者の早期発見への取組を進めることが必要で

あること。若年女性については、児童相談所等の
関係機関とも連携しながら、制度の狭間に落ちな
いよう、留意して対応する必要があること。 

⑦ 支援に関わる者は、相談や保護の日時、相談先や
支援対象者の氏名等を含む支援対象者の安全に関
わる情報の取扱いに万全を期するものとし、支援

対象者のプライバシーを尊重し、その個人情報に
ついて適切に取り扱うこと。また、関係機関が連
携して支援を行う場合には個人の情報について共

有することが必要となるため、支援調整会議を柔
軟かつ機動的に活用するほか、共有する情報の取
扱いについてあらかじめルールを決めることが望

ましい。 
４．支援に関わる関係機関等 

⑴ 女性相談支援センター 

女性相談支援センターの前身は、旧売春防止法に
おいて「婦人相談所」として規定され、「要保護女
子」の「保護更生」に関し、①相談に応じること、

②必要な調査や判定、指導を行うこと、③「要保護
女子」の一時保護を行うこととされていた。法にお

ける女性相談支援センターは、困難な問題を抱える
女性を支援するため、①支援対象者の立場に立って
相談に応じることや、相談を行う機関を紹介するこ

と、②支援対象者及び同伴家族の安全確保及び一時
保護を行うこと、③支援対象者の心身の健康の回復
を図るため、医学的又は心理学的な援助等を行うこ

と、④支援対象者の自立を促進するための情報提
供、助言、関係機関との連絡調整を行うこと、⑤支
援対象者が居住して保護を受けることができる施設

の利用について、情報提供、助言、関係機関との連
絡調整その他の援助を行うこととされている。女性
相談支援センターは都道府県に設置義務があるほ

か、指定都市が設置することができる。 
女性相談支援センターは、支援対象者が抱える問

題やその背景、心身の状況等を適切に把握するため

のアセスメントを踏まえ、本人の希望と意思を最大
限に尊重しながらその時点において最適と考えられ
る支援を検討、決定し、実施する。アセスメントは

一時保護の有無にかかわらず、支援の方針を決定す
るために必要なことであり、その際には、本人の同
意を得た上で可能な限り市町村等の女性相談支援員

や民間団体によるアセスメント結果の活用などの関
係機関からの情報収集や分析、センター内のケース
検討会議や支援調整会議等を活用した状況分析や支

援内容の検討を行うことが重要である。また、一時
保護を実施した場合や、女性自立支援施設への入所
による自立支援が必要である場合、各種の社会福祉

サービス等を組み合わせながら支援を行う必要があ
る場合等を中心とする個別ケースについては、健康
状態が許さない場合等の例外を除き、本人の参画を

得た上で、具体的な個別支援のための計画を策定す
る必要がある。なお、法の施行により、旧売春防止
法に基づき制定された「婦人保護事業実施要領」は

廃止され、従来の同実施要領に基づく「保護更生」
を目的に行われてきた「判定」や「行動観察」は今
後実施しない。さらに、女性相談支援センターは、

関係機関と連携して支援を行う際の主たる調整機能
を果たすことが望ましい。 

女性相談支援センターの所長は、女性相談支援セ

ンターに関する政令（令和５年政令第 85 号）第１
条において、「所長の職務を行うに必要な専門的な
知識経験及び女性の人権に関する識見を有するもの

のうちから任用しなければならない」とされている
が、女性相談支援センターの所長は、困難な問題を
抱える女性への支援又はその関連分野に取り組んだ

相当年数の実績を持ち、高い人権意識とともに支援
対象者の保護、被害回復支援、自立支援等に関する
専門知識を有するものであることが望ましい。 

これまで一時保護される者は、配偶者等からの暴
力を受け、安全確保が必要なものが中心となってい
たが、困難な問題を抱える女性への支援に関する法

律施行規則（令和５年厚生労働省令第 37 号（以下
「法施行規則」という。））第１条各号に規定する多
様な一時保護の対象者に対応するためにも、困難な

問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七
項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（令和
５年厚生労働省告示第 109 号）を満たす者への委託

も積極的に検討することが望ましい。 
⑵ 女性相談支援員 

女性相談支援員の前身は、旧売春防止法において

「婦人相談員」として規定され、「要保護女子」の
発見、相談への対応、必要な指導等を行うこととさ
れていた。法における女性相談支援員は、地方公共
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団体において、困難な問題を抱える女性の発見に努
め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術

に基づいて必要な援助を行う職員である。都道府県
及び女性相談支援センターを設置する指定都市は女
性相談支援員を置くものとし、指定都市以外の市町

村は女性相談支援員を置くよう努めるものとする。
女性相談支援員は支援対象者が適切な支援を受けら
れるよう、丁寧なヒアリングによるアセスメントを

行い、支援対象者の意思決定を支援し、必要に応じ
て関係機関と連絡調整を行う。市町村等の女性相談
支援員は、支援対象者にとって最も身近に相談でき

る支援機関に属する者として、支援への入り口の役
割を果たすとともに、支援対象者に寄り添いなが
ら、支援に必要となりうる児童福祉、母子福祉、障

害者福祉、高齢者福祉、生活困窮者支援、生活保護
等の制度の実施機関と連携して、本人のニーズに照
らし、戸籍や住民票の発行、転出入手続、各種手当

の受給に係る手続、公営住宅への入居、児童の養育
に関する支援、各種福祉サービスの調整等のコーデ
ィネート及び同行支援を行い、関係部署と連携して

支援対象者を適切な支援につなげる役割を有し、継
続した支援を行うものである。なお、女性相談支援
員が設置されていない市町村においては、女性相談

を担当する部署において必要な支援を行う。また、
一時保護や女性自立支援施設の利用等を要する者に
関しては、都道府県との連絡調整を行う。都道府県

の女性相談支援員は、困難な問題を抱える女性への
支援の中核を果たす機関に属する者として、支援対
象者にとって適切な生活の場で適切な支援が受けら

れるよう、支援対象者の意思決定を支援し、関係機
関と連絡調整を行う。また、生活の場となる施設の
目的、役割及び支援の内容について支援対象者に説

明した上で、本人の同意を得て一時保護や女性自立
支援施設等の利用の調整を行う。 

女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を

行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を有する
人材の任用に特に配慮するとともに、女性相談支援
員は支援対象者と継続的な信頼関係を構築すること

が極めて重要であり、長期的な支援が必要なケース
も多数存在することに留意することが必要である。
また、支援に当たり、女性相談支援員が孤立するこ

とのないよう、各都道府県又は市町村においては、
個々の女性相談支援員の業務を十分にサポートする
必要があるとともに、女性相談支援員が支援に必要

な情報等へのアクセスを制限されていることや、支
援に活用すべき他部署のサービス・給付等との連携
が図りづらい状況に置かれることは、女性相談支援

員の役割を果たすに当たって支障となるため、その
役割を十分に果たすことができるよう、必要な情報
等へのアクセスや支援ツールの利用、他部署連携等

について、当該支援員が所属する部署の長が十分に
配慮することが必要である。 

女性相談支援員は、困難な問題を抱える女性にと

っての相談窓口となり、必要に応じて関連施策や制
度等の活用、関係機関との連携等を図りつつ支援を
行う者であるため、社会福祉に関する知識や、相談

支援に関する専門的な技術・経験を持ち、任用後も
研修や勉強会等を通じて継続的に支援のための能力
向上に努めるとともに、女性相談支援員をサポート

する体制を整備することが望ましい。 
また、女性相談支援員は、個別の相談者が抱える

障害や疾病、暴力や虐待被害等の経験等にも配慮し

つつ、相談者の意思を勘案した支援ができるよう、
アセスメントを行い、個別の支援計画の策定に参画
する。 

⑶ 女性自立支援施設 
女性自立支援施設の前身は、旧売春防止法におい

て、「要保護女子」を収容保護するための「婦人保
護施設」として規定されていた。法における女性自
立支援施設は、①「困難な問題を抱える女性を入所

させて、その保護を行う」こと、②入所者の「心身
の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援
助を行う」こと、③「自立の促進のためにその生活

を支援」すること、④「退所した者について相談そ
の他の援助を行うこと」とされている。また、女性
自立支援施設においては、入所者が同伴した児童に

対する学習及び生活に関する支援を行うこととされ
ている。 

女性自立支援施設は法において必置とはされてい

ないが、様々な課題を抱えて他に居場所を見つける
ことが困難であるような者を含め、困難な問題を抱
える女性が中長期に滞在できる落ち着いた環境で心

身の健康の回復を図り、個々の自立に向けた準備を
するための重要な機関であり、各都道府県に設置さ
れることが望ましい。また、女性自立支援施設の広

域利用を進め、支援対象者が必要に応じて入所でき
る体制をつくることが望ましい。 

女性自立支援施設への入所決定は都道府県（女性

相談支援センター）が行うが、施設への入所決定前
に、支援対象者本人が施設の見学や体験宿泊を行
い、事前説明を受ける機会を設けるとともに、入所

前に何らかの支援を受けていた経緯のある支援対象
者については、当該支援（入所前の民間団体による
支援を含む。）の内容を都道府県において十分に把

握した上で、当該支援の提供主体と積極的・継続的
に連携することを検討することとする。また、入所
前及び入所後においても、支援対象者の意向を丁寧

に確認し、施設内で支援対象者が適切な支援を受け
られているかどうかも含めて、入所決定を行った都
道府県（女性相談支援センター）と女性自立支援施

設が継続的に協議・確認する必要がある。さらに、
女性相談支援センターにおける一時保護を経なくと
も、同センターによる女性自立支援施設への入所決

定及び入所手続きは可能であるため、都道府県にお
いては、女性自立支援施設への入所に関する手続を
積極的に整備することとする。 

女性自立支援施設に入所する者は、性暴力や性的
虐待、性的搾取等の性的な被害から逃れ、それまで
の居場所を失ったり、経済的に困難な状況を抱える

等により、今後の生活に大きな不安を感じている場
合が多い。そうした入所者の日常生活を回復してい
くためには、支援者が丁寧に寄り添い、傷ついた心

のケアや今後の生活の不安へのケアを専門性をもっ
て行っていくことが重要である。とりわけ性暴力や
性的虐待、性的搾取等の性的な被害からの回復の支

援に際しては、心理職等による専門的なケアが重要
である。 

女性自立支援施設において自立に向けた支援を行

うに当たっては、施設の次の生活の場も視野に、都
道府県及び市町村が長期的に関わっていくことや、
必要に応じて（入所前に支援を行っていた団体・機

関を含め）外部の機関・団体との継続的な連携を図
っていくことが望ましい。 

なお、女性自立支援施設には配偶者暴力被害者な

ど加害者が探索することにより、危害を加えられる
危険性のある支援対象者も生活していることから、
事前の施設見学、体験宿泊の実施に当たっては施設

の秘匿性の維持に十分留意して行うものとする。 
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⑷ 民間団体等 
法第 13 条においては、都道府県が民間団体と協

働して支援を行うことが規定され、同条第２項では
市町村が民間団体と協働した支援ができる旨が規定
されている。困難な問題を抱える女性に対しては、

独自の支援を実施している民間団体等が存在してお
り、これらの民間団体等の特色である柔軟性のある
支援や、これまでの活動の中で蓄積された知見、育

成されてきた人材等は、困難な問題を抱える女性へ
の支援を進める上で重要である。困難な問題を抱え
る女性に対し、訪問や巡回、居場所の提供、ＳＮＳ

等を活用した相談支援やアウトリーチによる早期発
見、女性相談支援センターや児童相談所、医療機関
や警察等の支援に関係する機関への同行、一時保護

の受託、地域における生活の再建等の自立支援な
ど、各団体の特色を生かした活動により、行政機関
のみでは対応が行き届きにくい支援を行っている民

間団体との協働が重要である。 
民間団体は、都道府県及び市町村と対等な立場で

協働し、互いの活動を補完しながら、困難な問題を

抱える女性への支援を行う存在として捉えるべきも
のであり、都道府県及び市町村は、当該団体の自主
性を尊重しつつ、当該団体がそれまでの活動の中で

築いてきたネットワークや支援手法などを最大限に
活用できるような支援体制の構築を検討するものと
する。 

人材や運営資金の確保が困難な民間団体があるこ
とや、民間団体が少ない地域もあることから、国及
び地方公共団体は、民間団体が安全かつ安定的に運

営を継続するに当たっての支援や、女性支援を行う
意向のある既存の民間団体及び新規の民間団体の立
ち上げに関する支援等を検討し、実施することが必

要である。その際、若年女性や中高年女性など、支
援が届きにくい人たちを支援につなげることを十分
考慮しながら、幅広い年代の困難な問題を抱える女

性の支援に取り組む団体が育成されるよう留意す
る。 

⑸ その他関係機関 

女性が抱え得る困難な問題は、性的な被害、配偶
者や親族からの暴力や虐待、経済的な困難、障害、
住居問題等多岐に渡っており、最初にたどり着く可

能性のある支援窓口も様々であることが想定され、
さらにひとりの女性が様々な問題に複合的に直面し
ているケースも多数であると想定される。 

また、女性が自らの住所地から離れた場所で保護
されるケースもある。そのため、支援を行う地方公
共団体相互間の緊密な連携が必要であるとともに、

地方公共団体は、女性相談支援センター、女性相談
支援員、女性自立支援施設、児童相談所、児童福祉
施設、保健所、精神保健福祉センター、市町村保健

センター、医療機関、職業紹介機関、職業訓練機
関、教育機関、保育園、都道府県警察、裁判所、日
本司法支援センター、弁護士等、配偶者暴力相談支

援センター、都道府県及び市町村の女性支援担当部
局、障害保健福祉部局及び男女共同参画主管部局
等、障害に係る相談支援事業所、生活困窮者自立相

談支援機関、福祉事務所、性犯罪・性暴力被害者の
ためのワンストップ支援センター、男女共同参画セ
ンター、社会福祉協議会、民間団体、民生委員・児

童委員、その他社会福祉サービス関係者等、必要な
関係機関の間で、十分な連携が図られるよう、配慮
しなければならない。また、保健師、民生委員・児

童委員、保護司、人権擁護委員等は、女性相談支援
センターや女性自立支援施設等による支援が適当と
考えられる者を発見した場合は、女性相談支援セン

ターをはじめ、各自治体の女性相談支援員、女性相
談窓口と積極的に連携することが望ましい。 

５．支援の内容 
⑴ アウトリーチ等による早期の把握 

困難な問題を抱える女性が、できる限り早期に相

談支援を行う窓口につながり、必要な支援を受ける
ことができるよう、国、都道府県及び市町村は、女
性相談支援センターや女性相談支援員、民間団体に

相談や支援を求めることが可能であることについて
広く周知を行う必要がある。また、来所や電話によ
る相談支援だけでなく、ＳＮＳ等を活用した多様な

相談支援に取り組んでいくことが重要である。 
都道府県及び市町村においては、４⑸に掲げた関

係機関等において把握した情報について、必要な場

合には支援に携わるべき関係機関の間で速やかに情
報共有が行われるよう、本人同意等の個人情報の適
正な取扱いを確保しつつ、連携体制を普段から築い

ておく必要がある。 
女性相談支援センターや女性相談支援員は、支援

の入口の段階は可能な限り幅広い者を対象とし、本

人の意向を十分に尊重し、背景事情や心身の状況に
応じた最適な支援を行うために、適切な機関や団体
等との連携を図る。 

さらに、インターネットの活用や巡回等によるア
ウトリーチは、困難な問題を抱える女性がいると想
定される場所へ直接出向き、探し、声をかけ、問題

解決を焦らずに根気強く信頼関係を築く中で支援に
つなげていくものであり、支援を必要としながらも
相談につながりにくい幅広い年齢層の対象者の早期

把握に有効かつ重要である。都道府県及び市町村に
おいては、民間団体への委託等により、こうしたア
ウトリーチによる早期把握を通じた適切な支援に努

めることが必要である。 
また、相談に至っていないが支援が必要な女性に

対し、民間団体等による気軽に立ち寄れる場や一時

滞在場所において支援対象者に寄り添い、つながり
続ける支援を行うことは、女性達との信頼関係の構
築にとって重要であり、公的支援を必要とする女性

への支援の提供に向けても有効であると考えられ
る。なお、相談に至っていないが支援が必要な女性
には、女性自身が困難に気付いているが他者に言え

ない場合や、女性自身が気付いていない又は気付き
を避けている場合、厳しい精神状態にある場合など
様々であり、女性自身の状態に配慮しつつ適切に対

応していくことが重要である。 
⑵ 居場所の提供 

困難な課題を抱えていても、過去に支援を求めた

際の二次被害等の経験から、行政機関に相談するこ
とのハードルが高く相談窓口にたどり着けない女性
や、支援を受けられることに気づかない女性もい

る。民間団体や地方公共団体による、気軽に立ち寄
り、安心して自由に自分の気持ちや悩みを話すこと
ができ、必要な場合は支援者と話すことや、他の女

性達とも交流することができ、場合によっては宿泊
できるような場は、相談のきっかけ作りに有効であ
る。 

巡回等によるアウトリーチや気軽に立ち寄れる居
場所から、支援が必要な女性を把握した場合、本人
の希望や必要性に応じ、女性相談支援センター等の

必要な支援機関へ同行してつなぎ、支援機関につな
いだ後も、それまで支援を行ってきた民間団体等も
面会の同席や支援調整会議への参加等により、支援

の継続性を保つことで、女性が安心して支援を受け
られるようにすることが重要である。 
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⑶ 相談支援 
困難な問題を抱える女性に対する相談支援に当た

っては、従前の婦人保護事業の根拠規定であった旧
売春防止法の目的が「保護更生」であったのに対
し、法は「困難な問題を抱える女性の福祉の増進」

等を目的とするものであり、この法目的に沿った
「本人中心」の相談支援を進めることが何よりも重
要である。 

相談支援は、困難な問題を抱える女性自身と支援
者との間の信頼関係を築きながら、女性が必要とす
る支援に適切につなげるために重要な過程でもあ

る。 
女性相談支援員（都道府県・市町村）や女性相談

支援センターで相談支援に当たる職員は、相談支援

に係る専門的な技術を持ち、本人の立場に寄り添っ
て、本人の課題や背景等の内容を本人とともに整理
し、的確なアセスメントに基づき、最大限に本人の

意思を尊重しながら支援方針等を検討し、支援に必
要な関係機関の調整等を進めていく必要がある。 

一時保護が必要な場合や、女性自立支援施設への

入所が必要である場合、各種の社会福祉サービス等
を組み合わせながら支援を行う必要がある場合等を
中心に、健康状態が許さない場合等の例外を除き本

人の参画を得て個別支援のための計画の策定に努め
るとともに、計画策定後も、女性が置かれている状
況に応じて柔軟な対応を行っていくことが必要であ

る。 
とりわけ、性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的

な被害により、尊厳を著しく傷つけられた女性に

は、これらの暴力等の構造から離脱し、安心できる
安定的な生活を確立し、心身の健康の回復を時間を
かけて図っていくことが必要である。各種の社会福

祉サービス等の調整等を担当する市町村等の女性相
談支援員とも連携を図りながら、相談支援・関係者
調整の中心を女性相談支援センターが担い、支援を

進めていくことが必要である。 
市町村等の女性相談支援員は、庁内においては、

各種の社会福祉サービス等に係るコーディネーター

機能を果たし、庁外に対しては、当該市町村等にお
ける支援策の調整窓口として全体を統括する役割を
有している。 

また、今まで支援を受けてきた経験から民間団体
による相談支援等のほうが利用しやすいと考える支
援対象者については、行政による支援が必要な場合

には、初期段階の支援をした民間団体及び本人が参
画する形で必要な個別支援のための計画の策定に努
めることが重要である。 

さらに、女性相談支援センターや女性相談支援員
（都道府県・市町村）においては、支援に関する記
録を適切に保存し、繰り返し相談のある者への対応

や他機関への連携等に可能な限り活用できるように
することが必要である。 

なお、こうした女性相談支援員による相談支援に

関しては、別途策定する「女性相談支援員相談・支
援指針」に示された事項を基本として相談支援に当
たることが重要である。同指針については、法施行

後も状況変化に応じた適切な改訂が行われていくこ
とが必要である。 

⑷ 一時保護 

女性相談支援センターにおいては、法第９条第７
項の規定に基づき、以下の場合に、一時保護を自ら
行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行うものとする。 

① 性暴力や性的虐待、性的搾取等による性的な被害
等を防ぐために、支援対象者を緊急に保護するこ

とが必要と認められる場合（法第９条第７項） 
② 配偶者暴力防止等法第１条第１項に規定する配偶

者からの暴力から保護することが必要と認められ

る場合（法施行規則第１条第１号） 
③ ②に該当する場合以外で、同居する者等からの暴

力から保護することが必要と認められる場合（法

施行規則第１条第２号） 
④ ストーカー行為等の規制等に関する法律第２条第

１項に規定するつきまとい等又は同条第３項に規

定する位置情報無承諾取得等から保護することが
必要と認められる場合（法施行規則第１条第３
号） 

⑤ 出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319
号）第２条第７号に規定する人身取引等により他
人の支配下に置かれていた者として保護すること

が必要と認められる場合（法施行規則第１条第４
号） 

⑥ 支援対象者が定まった住居を有さず、又は心理的

虐待など何らかの理由で帰宅することで心身に有
害な影響を与えるおそれがあると認められる場合
であって、保護することが必要と認められる場合

（法施行規則第１条第５号） 
⑦ 支援対象者について、その心身の健康の確保及び

関係機関による回復に向けた支援につなぐために

保護することが必要と認められる場合（法施行規
則第１条第６号） 

⑧ その他、一時保護を行わなければ、支援対象者の

生命又は心身の安全が確保されないおそれがある
と認められる場合（法施行規則第１条第７号） 
なお、一時保護は本人同意の下で行うものであ

るが、従来、一時保護すべき状況であるにも関わ
らず、例えば、①一旦一時保護しなければ心身の
安全が確保されないおそれがあるが、かつて通知

で掲げられていた「他法他施策優先」として、他
施策への調整までの間も一時保護が行われない場
合、②一時保護所の退所後の見通しが立っていな

いと一時保護が行われない場合、③本人の希望や
意思のできる限りの尊重を行わずに、希望や意思
に反する条件提示を行う等により本人が同意しな

い状況に至る等、一時保護が必要な場合であって
も一時保護が行われない場合があった旨の指摘が
あることに十分留意し、必要な一時保護（一時保

護委託を含む。）を適切に実施する必要がある。 
一時保護は、女性相談支援センターに設置され

る一時保護所において行うほか、本人の状況等に

応じて、厚生労働大臣が定める基準を満たす者に
委託して行うことも、個々の支援対象者の状況に
応じた適切な保護を行う観点から効果的である。 

とりわけ、女性自立支援施設や民間団体等の一
時保護委託先において、緊急に一時保護すべき状
況が把握され、本人が保護を希望する場合など速

やかに一時保護すべき状況を想定し、あらかじ
め、女性相談支援センターとして一時保護委託先
に対して円滑に一時保護委託ができるように連絡

体制等を整備しておくことが重要である。 
支援対象者の状況は、例えば、暴力を振るう配

偶者等から避難中である、医療的ケアが必要であ

る、妊娠している、児童を同伴している、高齢で
ある、学生であり可能な限り通学の機会を確保す
る必要がある、何らかの事情で帰宅が困難である

など、多様である。また、居所等の厳重な秘匿を
要する場合と、居所等を秘匿する必要性は薄く、
むしろ社会とのつながりを維持することが必要な
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場合とがあり、必要とする支援の性格も前者と後
者では大きく異なる。さらに、配偶者からの暴力

等の秘匿を要する背景事情が一時保護の途中で判
明する場合等も想定される。 

このため、支援対象者の状態に応じた複数の一

時保護所や委託先を検討しておくことが望まし
い。さらに、虐待等の家庭環境を背景とする若年
女性のうち未成年の一時保護に際しては、困難な

問題を抱える女性であると同時に児童でもあり、
当該女性を一時保護することは、当該女性の親権
者の監護教育権との関係等を考慮する必要がある

ことから、民間団体等から一時保護の相談が入っ
た際には、地域の実情に応じて市町村等の女性相
談窓口及び女性相談支援員に相談・連携するとと

もに、女性相談支援センターが児童相談所と連携
し、児童相談所から女性自立支援施設や民間団体
等に対して児童福祉法の規定に基づく一時保護委

託を行うことも含め、あらかじめ女性相談支援セ
ンターと児童相談所の間で、児童福祉法又は法に
よる一時保護の際の具体的な手続等の連携方法

を、ケースの状況に応じて十分に協議しておく必
要がある。 

また、困難な問題を抱える女性が、居所が一定

しない、あるいは、居住地に戻ること自体に困難
を抱える場合もある。こうした場合、未成年であ
る若年女性に関しては保護者の居住地を管轄する

児童相談所が一時保護を行う（女性自立支援施設
や民間団体に対する一時保護委託を含む。）ことと
なっているが、成人女性に関しては女性の現在地

（一時保護を要する状況で女性が所在する地）の
女性相談支援センターが一時保護の判断を行う
（一時保護委託等を行う）ことを原則とする。 

なお、女性相談支援センターが民間団体に一時
保護を委託した場合でも、一時保護した者に対す
る委託者としての責任は引き続き女性相談支援セ

ンターが負っており、一時保護委託先及び市町村
等の女性相談支援員と十分に連携しながら支援方
針の検討を行うことが必要である。特に配偶者か

らの暴力等からの緊急避難として一時保護を実施
する場合には、必要に応じて警察等とも連携し
て、保護に至るまでの安全確保を行うこととす

る。 
一時保護中は、支援対象者の精神的な安定等に

配慮しつつ、支援対象者が置かれている状況の整

理と支援対象者の意向確認を行い、その際、法第
15 条第１項に規定する支援調整会議における個別
ケース検討会議が開催された場合はその議論も踏

まえ、本人の希望・意思を最大限に尊重して今後
の支援方針の検討及び決定を行う。 

また、一時保護期間中に自立に必要な様々な情

報提供を行い、支援対象者と共に考えながら、自
立について本人の意思を確認し、生活再建策など
自立支援の方策について検討することが重要であ

る。 
一時保護は、支援の方針が決定し、必要に応じ

て施設への入所等の手続が終了するまでの短期間

実施することが想定されているが、一定期間を過
ぎたことを理由に機械的に一時保護を終了するこ
とはあってはならず、終了後の支援対象者の生活

の安定の確保が図られるまで一時保護を継続する
ものとする。 

女性相談支援センターにおいては、一時保護を

終了する場合は、支援対象者が安定した状態で終
了後の生活の場に移行し、定着することができる
よう、終了後も含めた相談支援等を市町村等の女

性相談支援員と連携しながら実施するとともに、
支援対象者が終了後に異なる地方公共団体に居住

する場合は、移住先の地方公共団体の女性相談支
援センターや女性相談支援員等と十分に連携する
ことが必要である。 

一時保護期間における支援対象者の通学・通勤
について、加害者の追及がないなど安全上問題が
なく、本人が通学・通勤を希望しており、現在の

就学・就労の確保が将来の自立した生活に有益で
ある場合は、通学・通勤が可能な施設等に一時保
護委託を行うことを含め、できる限り、通学・通

勤できるよう配慮することが重要である。 
⑸ 被害回復支援 

困難な問題を抱える女性の中には、性的な被害

や、配偶者、親族等からの身体的、心理的、性的な
暴力等の被害を受け、心的外傷を抱えている者や、
差別や社会的排除等の経験に起因する困難や生きづ

らさ等を抱えている者も多く含まれる。このような
経験からの心身の健康の回復には一定の期間を要す
ることも想定されるため、支援に当たっては、医療

機関等の専門機関にも相談・連携しつつ、心身の健
康の回復のための医学的又は心理学的な援助を行う
と同時に、10 の調査研究等の結果も踏まえつつ、生

活の中での被害回復に中長期的に寄り添い続ける支
援を行うことが必要である。 

被害回復支援には支援者にも専門性が求められ、

また、被害によって奪われてきた、あるいは育てら
れてこなかった生活する力の獲得に向けた支援や、
人との距離の取り方を含めた人間関係の再構築に対

する支援が求められる。こうした支援が適切に届け
られるよう、女性相談支援センター及び女性自立支
援施設においては、心理療法担当職員や個別対応職

員等の措置費の加算も活用しつつ、被害回復に向け
た専門的な支援を担っていくことが重要である。 

また、被害回復途上ではフラッシュバック等が繰

り返されるが、被害回復には当然のプロセスであ
り、支援者は本人の置かれている状況を理解し、本
人の気持ちを尊重しつつ、本人に寄り添う丁寧な支

援を行うことが必要である。 
⑹ 生活の場を共にすることによる支援（日常生活の
回復の支援） 

困難な問題を抱える女性に対しては、一時保護等
の後に、中長期的に利用可能な住まいを提供し、本
人の状況や意思を十分理解した女性相談支援員のサ

ポートを受けながら、安全かつ安心できる環境の下
で生活できるようにすることで、被害からの心身の
健康の回復や、その人らしい日常生活を取り戻せる

ように支援していくことが重要である。 
特に、支援につながるまでの間に、安心できる生

活環境や信頼できる人間関係の中に置かれてこなか

った支援対象者に対しては、安心できる生活環境と
信頼できる人間関係の中で、支援者や他の入所者と
共に生活を送る日々を重ねることにより、その人ら

しく生きることへの希望につなげていくことが重要
である。 

また、こうした女性に対する支援の実施に向けて

は、女性自立支援施設が民間団体と連携して施設の
有効活用を図ることや、都道府県や市町村が、場所
を提供して民間団体に運営を委託すること、若年女

性等向けのシェアハウス等の社会資源を増やすこと
も有効と考えられる。 

⑺ 同伴児童等への支援 

同伴児童への支援は、学習支援に限らず、同伴児
童本人の状況を児童本人や保護者等からよく聞き取
った上で、必要に応じて医療機関や児童相談所、市
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町村の児童福祉主管課、教育機関等とも連携しつ
つ、心的外傷へのケアや相談支援等も合わせて実施

し、一人の児童として尊重されるようにすることが
求められる。特に、保護者である困難な問題を抱え
る女性の心身のダメージが強く、同伴児童に対する

養育が十分に行えない状況の場合は、保育やショー
トステイ、社会的養育等の適切な支援につなげてい
く必要がある。 

また、児童の就学については、住民基本台帳への
記録がなされていない場合であっても、その児童が
住所を有することに基づいて就学を認める扱いがな

されている。一時保護を実施した地方公共団体にお
いては、一時保護の対象者の同伴児童が一時保護中
でも児童の教育を受ける権利が保障されるよう、通

学時の安全確保や一時保護所内での学習支援等を含
め、教育委員会や学校等と連携するとともに、本人
及び保護者に対して必要な情報提供を行うものとす

る。同伴児童が年長の男児等である場合、一時保護
に当たって母子分離が行われるケースもあることか
ら、母子分離を防ぐため、親子で入所可能な施設等

に一時保護を委託することも検討すべきである。 
一時保護の対象者が児童以外の者（例えば高齢の

親族等）を同伴する場合には、当該者の状況をよく

確認し、本人の意思を十分踏まえた上で、必要に応
じて他機関とも連携しながら支援を行う。中長期的
な入所を伴う支援が必要と判断された場合には、女

性自立支援施設への入所も含め検討するものとす
る。 

⑻ 自立支援 

困難な問題を抱える女性への支援において、自立
とは経済的な自立のみを指すものではなく、個々の
支援対象者の状況や希望、意思に応じて、必要な福

祉的サービス等も活用しながら、安定的に日常生活
や社会生活を営み、その人らしい暮らしを実現する
ことを含むものである。 

女性相談支援センターや市町村において個別のケ
ースにおける自立支援の方針を検討するに当たって
は、本人の希望や意思を引き出すための十分な情報

提供に基づく丁寧なソーシャルワークを行った上
で、支援調整会議における個別ケース検討会議の場
も活用し、検討を行う。 

また、女性自立支援施設においては、支援調整会
議における個別ケース検討会議で議論された内容等
も踏まえつつ、本人の希望や意思を最大限に尊重す

るため、健康状態が許さない場合等の例外を除き本
人の参画を得て個別支援のための計画を策定する。 

困難な問題を抱える女性の自立に向けては、例え

ば以下のような観点から検討されることが重要であ
る。 

① 医学的又は心理的支援 

自立支援に向けた第一歩として、まず健康支援が
重要である。困難な状況下で必要な医療の受診がで
きなかった人が多く、嘱託医等による必要な医療の

受診を勧める。特に、性暴力、性的虐待、性的搾取
等の被害からの回復には心理的ケアが第一に行われ
る必要がある。 

心の深い傷の回復には長い時間が必要となる。医
療機関等の専門機関と連携して、個々の支援対象者
の状況の違いに応じた専門的な支援を通じて、丁寧

に回復につなげていくことが、自立へのステップと
しても重要である。 

⑸の内容も踏まえつつ、心理療法担当職員の加算

の活用による配置や、精神科医療機関との連携体制
を整備し、必要に応じて精神科受診につなぐことも
重要である。 

 
② 生活支援 

困難な問題を抱える女性の中には、日常生活に必
要な基礎的な知識や習慣を身につける機会が少なか
った者や、日常生活に何らかの介助が必要な者が含

まれることが想定される。女性相談支援センターの
一時保護や女性自立支援施設では、そのような女性
に対して、日常生活の支援の目的が生活の回復にあ

ることを認識し、人権尊重の理念の下、個別の背景
やこれまでの生活習慣に配慮し、一般的な生活の力
を身につけるための支援や、市町村と連携し保育等

の子育て支援のためのサービスや障害福祉サービス
を活用するための手続支援を行い、支援対象者が
日々の生活を安定して送ることができるようにする

ための環境を整える必要がある。 
なお、金銭管理は生活支援の重要な課題である。

女性自立支援施設に入所中の女性に対しては、今ま

での生活の中での配偶者等からの経済的支配や借金
などの本人の状況に応じて、信頼関係を構築しなが
ら本人の尊厳に配慮して、金銭管理の支援を行うこ

とが必要である。 
③ 日中活動の支援 

就労等の日中活動の支援に際しては、女性本人に

精神障害、知的障害、発達障害等の障害がある場合
や、本人に就労経験が乏しい場合等、様々な課題が
存在することが想定される。女性相談支援センタ

ー、女性相談支援員及び女性自立支援施設（当該女
性自立支援施設に入所している場合）は、支援対象
者に寄り添って意向を丁寧に聞き取り、就労意欲が

ある場合は、就労支援を行っている行政機関や民間
団体との連携を図り、本人への求人情報の提供、職
業相談の実施や職業能力開発の支援等につなげる。

また、障害により一般就労が困難な者については、
女性自立支援施設における日中活動や、障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成 17 年法律第 123 号）に規定する就労継続支
援等の活用等も含め、日中活動の確保を検討する。 

女性自立支援施設における日中活動に際しては、

内職等にとどまらず、それまでの生活経験や社会経
験の中で得られなかった経験を積むことに資するよ
うなプログラムを検討することも重要である。 

④ 居住支援 
支援対象者が地域社会において安定的な生活を営

むためには、住まいの確保が重要である。女性相談

支援センター、女性相談支援員及び女性自立支援施
設（当該女性自立支援施設に入所している場合）
は、支援対象者が住まいを確保できるように、地方

公共団体や住宅確保要配慮者居住支援法人（住宅確
保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
法律（平成 19 年法律第 112 号）第 40 条に規定する

住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。）等と連携
する必要がある。住まいの確保に当たっては、公営
住宅、ＵＲ賃貸住宅等の活用を図ることも有効と考

えられる。また、民間賃貸住宅への入居に際して必
要な保証人が確保できない場合、女性相談支援セン
ター、女性相談支援員及び女性自立支援施設は、民

間の保証会社等に関する情報提供を行う等により支
援する。 

⑼ アフターケア 

地域生活への移行に際しては、万全の状態が整っ
てからよりも、一部の課題がありつつも自立した生
活へ移行する場合が多い。自立がすなわち孤立とな

らないように、地域での生活再建を支えるアフター
ケアが重要である。 
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特に、障害や疾病を抱えている支援対象者に
は、地域移行後も切れ目なく、必要な医療や心理

的ケアが継続して確保されるように留意すること
が重要である。 

女性自立支援施設に入所した者は、退所した後

についても、仕事や生活で行き詰まりを感じた
り、悩みを抱えたりするなど、断続的な支援を必
要とする可能性もある。そのため、退所後も安定

して自立した生活が営めるよう、女性自立支援施
設は市町村とも連携しつつ退所した者と定期的に
連絡を取る等の継続的なフォローアップや相談支

援、居場所の提供等を行うことが望ましい。国及
び地方公共団体は、女性自立支援施設が退所者の
アフターケアを行うための人員配置をはじめとす

る体制整備の支援に努めるものとする。 
また、退所後に再び困難な状況に陥った際に、

できる限り早く状況を察知し、再度の支援を円滑

に実施できるよう、アフターケアに関わる女性相
談支援センターや女性自立支援施設、女性相談支
援員等は緩やかにつながり続ける支援が重要であ

る旨を十分意識する必要がある。 
６．支援の体制 

⑴ 連携の基本的考え方 

困難な問題を抱える女性への支援に関わるすべて
の関係機関・団体が、対等な関係性の下、女性本人
を中心に、連携・協働することが重要である。支援

調整会議の個別ケース検討会議をはじめとする本人
中心の会議及び個別ケースの支援を必要に応じて重
ねていくことで、相互に情報を共有し、それぞれの

機関・団体の支援についての考え方や特徴について
理解を深め、連携・協働の体制を強化することにつ
ながっていく。 

⑵ 三機関の連携体制 
女性相談支援センター、都道府県及び市町村の女

性相談支援員、女性自立支援施設の三機関は、困難

な問題を抱える女性への支援の中核の機関である。
これらの三機関は、対等な関係性のもとで協働して
女性への支援を実施するものであり、三機関の間

で、定期的な意見交換の実施により、日常的な連携
関係を深めることが望ましい。 

都道府県及び市町村の女性相談支援員又は女性相

談支援センターでの相談の受付から女性相談支援セ
ンターにおける一時保護、女性自立支援施設への入
所、地域生活への移行、地域生活の継続の支援ま

で、近隣の地方公共団体における各機関も含む三機
関による連携により、包括的・継続的な支援を行
う。 

また、女性自立支援施設への入所に際しては、一
時保護を前置することは制度上必須ではなく、必要
に応じ女性相談支援センターで入所決定手続きを行

い、一時保護を経なくとも直接女性自立支援施設に
入所し、三機関による情報連携のもとで支援が受け
られる体制を整備する。また、女性自立支援施設へ

の入所に際しては、施設への直接の相談や、見学、
体験宿泊等を可能とすることを検討し、安心して利
用しやすい配慮を行うことが重要である。 

なお、女性相談支援センターと女性自立支援施設
の両者が併設されている場合が多いが、秘匿性の高
い者の一時保護等に重点が置かれがちで、それぞれ

の機能が十分に発揮されていないという指摘もある
ことから、併設されている場合も、女性自立支援施
設としての中長期的な専門的支援が行いうるようそ

の在り方を検証することが重要である。 
 
 

⑶ 民間団体との連携体制 
困難な問題を抱える女性への支援に関する施策を

支援対象者に確実に届けるためには、独自の知見や
経験、支援技術を持つ民間団体との協働が重要であ
り、個人情報の適正な取扱いを確保した上で支援調

整会議を活用しつつ、行政機関による広範な分野の
多様な支援施策と、民間団体による支援のそれぞれ
の強みを生かした相互連携が重要である。一方、人

材確保や運営資金の確保が困難な民間団体もあるこ
とや、民間団体が少ない地域もあることから、国
は、民間団体相互間で情報共有や意見交換、連携し

た支援ができるための全国的なネットワークの構築
に努めるとともに、国及び地方公共団体において、
各地域における支援の実質的な担い手となる、女性

支援を行う意向のある民間団体の立ち上げ、民間団
体が運営を継続するに当たっての支援や、人材育成
の支援を行う。また、国は、行政機関と民間団体の

協働事例の調査や、横展開に向けた取組を推進す
る。 
なお、多様な民間団体の中には、必ずしも困難な

問題を抱える女性への支援として適切でない団体も
あるとの指摘もあり、国及び地方公共団体は、支援
対象者や民間団体等からの情報を注意深く収集し、

現場における支援に支障をきたすことのないよう適
切な対応に努めるものとする。 

また、連携に当たっては、幅広い年代の困難な問

題を抱える女性の支援に取り組む団体が育成される
よう留意するとともに、困難な問題を抱える女性
が、性暴力や性的虐待、性的搾取等の困難の原因・

背景となっている構造に依存しないで生活すること
ができるよう支援することの重要性に対する十分な
理解が関係者に共有されるよう留意する。 

⑷ 関係機関との連携体制 
支援対象者は、福祉、保健医療、子育て、住ま

い、教育その他、多岐にわたる分野における支援を

必要としている場合が多く、三機関を中心としつ
つ、行政の他の分野との連携も必要不可欠である。 

支援対象者が確実に次の段階の支援へと繋がるた

めにも、地方公共団体は、支援調整会議の場に関係
機関が参画することによる連携体制の構築及び研修
等を通じた日頃からの認識共有等に取り組む。 

また、特に支援対象者が児童を同伴している場合
や、支援対象者本人が児童養護の対象者である場合
においても、的確なアセスメントを踏まえて支援の

方針が決定され、支援体制が整えられるよう、児童
相談所や市町村の児童福祉主管課等との協力が必要
である。さらに性暴力や性的虐待、性的搾取等の性

的な被害による心的外傷等を抱えている者の場合は
同被害の対応について専門的な知見を有し、被害直
後からの支援を総合的に行う性犯罪・性暴力被害者

のためのワンストップ支援センター等の支援機関と
も早期に連携し、心的外傷の被害回復支援に取り組
みながら、日常生活の回復の支援等につなげていく

ことが重要である。 
日常的に連携することが想定される関係機関の例

としては、以下が挙げられる。 

都道府県／市町村（福祉事務所、女性支援担当部
局、障害保健福祉部局、男女共同参画主管部局等） 
民間団体 

警察／裁判所／日本司法支援センター／弁護士等 
学校（幼稚園を含む）／教育委員会／保育園 
保健所／精神保健福祉センター／市町村保健センタ 

ー 
職業紹介機関／職業訓練機関 
児童相談所 



                                  

41 

医療機関／障害福祉サービス事業所／その他社会福
祉サービス関係者等 

配偶者暴力相談支援センター／性犯罪・性暴力被害
者のためのワンストップ支援センター／男女共同参
画センター 

生活困窮者自立相談支援機関 
母子生活支援施設 
社会福祉協議会 

民生委員・児童委員 等 
⑸ 配偶者暴力防止等法に基づく施策との関係 

配偶者暴力被害者については、困難な問題を抱え

る女性として法の支援の対象に含まれる者であり、
女性相談支援センターは配偶者暴力相談支援センタ
ーとしての役割も果たす。さらに、女性相談支援員

は、配偶者暴力被害者の相談に応じ、必要な支援を
行うことができる。女性自立支援施設は、配偶者暴
力被害者の保護を行うことができる施設として位置

づけられている。 
配偶者暴力被害者については、加害者が探索する

ことにより危害を加えられる危険性が高いなどの特

有の事情も踏まえつつ、配偶者暴力防止等法及び配
偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための
施策に関する基本的な方針（平成 25 年内閣府、国

家公安委員会、法務省、厚生労働省告示第１号）を
踏まえて支援を行う必要がある。配偶者暴力被害者
である入所者が居所の秘匿等を必要としていること

が、他の入所者の自立に向けた社会生活等の活動に
支障をきたす可能性もある等、法が配偶者暴力防止
等法よりさらに広範な者を対象としていることから

生じる課題もある。 
国及び地方公共団体は、例えば、必要に応じて近

隣自治体とも連携しつつ、配偶者暴力被害者をはじ

めとする所在地の秘匿性の必要性が高い場合と、地
域に開かれた社会生活等が重要である場合とに対象
を分けた上で、それぞれの支援に特化した施設の設

置等それぞれの課題を踏まえた対応策や支援の在り
方の検討に努める必要がある。 

７．支援調整会議 

⑴ 支援調整会議の設置・構成員等 
法においては、地方公共団体が支援調整会議を組

織することを努力義務としている。支援調整会議

は、困難な問題を抱える女性に早期に円滑かつ適切
な支援を行うため、地方公共団体が、関係者を集め
て組織する会議体である。支援調整会議において

は、構成員となる地方公共団体や法人の役職員又は
役職員であった者、構成員となる個人又は構成員で
あった個人に対して罰則のある守秘義務を設けるこ

とで、支援を必要とする女性の個人情報を含む情報
を共有できることとしている。 
支援調整会議は、地域の支援関係者の連携等を深

めるとともに、個別の対象者について情報共有を行
い、支援内容や支援の方向性の協議を行うものであ
ることから、都道府県又は市町村が単独で、又は地

理的な事情や地域資源の量など、地域の実情に応じ
て共同して組織することが想定される。その際は、
近接分野の関係機関の連携を図るための会議で、構

成員が共通的なものについては、それぞれの議論す
べき事項が適切に議論されるのであれば、双方の会
議を兼ねて開催すること等、既存の会議体を活用す

ることを妨げるものではない。 
支援調整会議の構成員としては、地方公共団体

（都道府県・市町村）の女性支援担当部局、他の関

連部局、福祉事務所、女性相談支援センター、女性
相談支援センターから一時保護の委託を受けている
者をはじめとする民間団体、都道府県や市町村に配

置されている女性相談支援員、地域の女性自立支援
施設、困難な問題を抱える女性に関し、訪問や巡

回、居場所の提供、ＳＮＳ等を活用した相談支援や
アウトリーチ、関係機関への同行等の支援を実施し
ている民間団体、配偶者暴力相談支援センター、児

童相談所、性犯罪・性暴力被害者のためのワンスト
ップ支援センター、支援に関係する福祉関係機関、
就労支援機関等が考えられるが、必要に応じて、こ

れに限らず幅広い適切な者を構成員とすることが望
ましい。 

⑵ 支援調整会議の目的・議論内容・構成等 

支援調整会議においては、困難な問題を抱える女
性への支援を適切かつ円滑に行うために必要な情報
の交換を行うとともに、困難な問題を抱える女性へ

の支援の内容に関する協議を行うものとされてい
る。その目的としては、①支援調整会議の構成員が
地域における困難な問題を抱える女性の実態や、地

域で活用できる資源を把握し、多機関間の連携強化
を図るとともに地域資源の創出、開発を進めるこ
と、②支援対象者が個々に抱える問題や本人の意

向、支援の実施における留意事項を共有し、支援に
関わる各機関の役割や責任及び連携の在り方を明確
化すること、③個別ケースについての支援調整会議

では、健康状態が許さない場合等の例外を除き本人
の参画を得た上で、アセスメントを踏まえた支援方
針の決定等について協議し、本人の状況や意向等に

合わせたより良い支援の選択肢を提供し本人が選択
できるよう、様々な視点から検討し協議すること、
④行政機関と民間団体等が協働してあるいは平行し

て支援を行う際に、個人情報の適正な取扱いを確保
しつつ効果的な支援を行うため、支援対象者につい
ての情報を共有することがあげられる。 

支援調整会議を運営する際には、①困難な問題を
抱える女性への支援体制の地域における全体像及び
調整会議全体の評価等を行う代表者会議、②個別ケ

ースの定期的な状況確認や支援方針の見直し、支援
対象者の実態把握等を行う実務者会議、③一時保護
が必要な場合や、女性自立支援施設への入所による

自立支援が必要である場合、各種の社会福祉サービ
ス等を組み合わせながら支援を行う必要がある場合
等の個別ケースについて詳細な支援方針を議論する

個別ケース検討会議に段階を分けて実施することが
考えられる。 

⑶ 支援調整会議の招集や留意点等 

さらに、会議の主催者は都道府県又は市町村が想
定されるが、関係者においても必要と考える場合は
主催者に開催を要請できるようにすること、状況に

応じて情報共有のための個別ケース検討会議を柔軟
かつ機動的に開催することや、調整を担当する者を
例えば市町村等の女性相談支援員とする等、地域の

実情を踏まえつつ都道府県単位で明確にし、特に緊
急に新たな個別ケース検討会議を招集する必要があ
る場合等に関係機関間の連絡調整が円滑に進むよう

にすることが重要である。また、オンライン等の活
用については、高度な個人情報を取り扱うことにつ
いての十分な留意が必要である。 

また、困難な問題を抱える女性への支援体制の評
価を行う代表者会議においては、地域の支援機関に
おける支援に対する苦情の状況等も踏まえて実施体

制の評価を行うとともに困難な問題を抱える女性へ
の支援に係る関係機関の共通認識の醸成を図ってい
くことが望ましい。 

なお、支援調整会議で取り扱う個人情報について
は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律
第 57 号）及び行政機関の保有する情報の公開に関
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する法律（平成 11 年法律第 42 号）の規定に基づい
て取り扱われる必要があり、とりわけ、他の情報と

容易に照合することができ、それにより特定の個人
を識別することができることとなる情報や、特定の
個人を識別することはできないが、公にすることに

より、なお個人の権利利益を害するおそれがある情
報の取扱い等について十分に留意することが求めら
れる。 

支援調整会議については、地域ごとの実施状況や
要保護児童対策地域協議会、ＤＶ対策地域協議会等
の運用の状況を踏まえ、効果的、効率的な設置、運

用の在り方についてさらに検討を進めることとす
る。 

８．教育・啓発 

国及び地方公共団体は、女性が困難な問題を抱えた
場合に相談できる窓口や活用できる施策について、積
極的な周知に努めるとともに、自己がかけがえのない

個人であること、困難に直面した場合は支援を受ける
ことができること等という意識の醸成を図るため、女
性支援担当部局及び教育委員会等との連携による性暴

力被害、性暴力や性的搾取等の加害防止等に関する教
育・啓発等に努める。また、女性支援施策に関する一
般市民に対する教育・啓発、広報等に努める。 

９．人材育成 
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性へ

の支援に関する研修を実施し、女性相談支援センター

の職員や女性相談支援員（都道府県・市町村）、女性
自立支援施設の職員、民間団体の職員等の専門的知識
の習得及び資質の向上を図るものとする。 

国は、職務の内容に応じた研修の内容の充実及び均
てん化を図るため、都道府県等が活用することができ
る標準的な研修のカリキュラムの構築を検討するもの

とする。併せて、全国の関係機関の職員（女性相談支
援センター、女性相談支援員（都道府県・市町村）、
女性自立支援施設）に加え、地域の民間団体の職員等

が、地域間格差の状況や優れた支援事例等について、
互いの経験を共有し、共に学び合う機会の在り方を検
討する。さらに、困難な問題を抱える女性自身が、身

近な地域の支援機関を知ることができ、また、全国の
支援機関が相互に連携を図りやすくなるよう、困難な
問題を抱える女性支援に係る全国的なポータルサイト

を構築し、リスク管理を十分に行った上で、同サイト
において支援に係るマニュアルや調査研究事業の成果
等の有益な情報が得られるようにする。 

都道府県及び市町村は、女性支援が自治体内の様々
な部門に関係し得るものであることを踏まえ、男女共
同参画や児童福祉等に関わる自治体職員に対しても、

情報共有等を行い、女性支援に関連する部局間におけ
る理解を促進する。 
国は、困難な問題を抱える女性への支援に従事する

職員等に対して適切な処遇が確保されるための措置を
講ずるよう努めることとするほか、地方公共団体は、
困難な問題を抱える女性への支援に従事する職員等に

対し適切な処遇を行い、人材の確保に努めることとす
る。また、民間団体の職員も含め、困難な問題を抱え
る女性への支援に関わる者が研修に参加しやすいよ

う、職場の配慮や職場環境の整備に努める。 
10．調査研究等の推進 

国は、支援主体において対応した困難な問題を抱え

る女性について、直面している問題の内容や年齢層、
支援内容や実績、一時保護及び女性自立支援施設等に
おける支援内容や一時保護及び女性自立支援施設の退

所後の状況、自治体の取組状況等に関する定期的な実
態調査を行い、公表する。 

特に、女性自立支援施設への入所措置がなされない
場合、性暴力等の被害からの心身の健康の回復に向け

た支援や、安定的な日常生活を営んでいくための専門
的な相談支援等を継続的に受けることが難しいとの指
摘もあることから、例えば通所により、女性自立支援

施設等の支援担当者の専門性を活かした支援を受ける
等、入所措置に至らない場合の新たな専門的支援の在
り方について、検討を深めていくことが必要である。 

また、専門的な人材の育成、被害回復支援に向けた
有効な方法等や、市町村と連携した施設からの地域移
行や女性相談支援員を中心とする市町村の体制の在り

方、支援調整会議の効果的な設置・運営の在り方、地
域の中での居住機能を備えた新たな支援の在り方等の
国内外の支援施策の先進事例等について調査研究を行

うことを検討する。 
さらに法附則第２条に定められた支援対象者の権利

擁護の仕組み及び支援の質の評価の仕組みの検討に資

するための調査研究を行う。 
11．基本方針の見直し 

基本方針策定後の全国の施行状況の検討について

は、女性相談支援センター、女性相談支援員（都道府
県・市町村）、女性自立支援施設、それぞれの全国団
体や、民間団体を中心に、困難な問題を抱える女性へ

の支援に携わる関係者が、定期的にそれぞれの現場の
取組状況や課題を報告し合い、連携を深めていくため
のプラットフォームを設けることについて、９の全国

の関係機関等の職員が互いの経験を共有し共に学び合
う機会の在り方と併せて検討する。 
基本方針の見直しに当たっては、見直し前に、基本

方針に定めた施策の評価を行い、当該評価により得ら
れた結果を参考にする。この評価は、第１に掲げた困
難な問題を抱える女性の動向に関して可能な限り定量

的な調査を実施するほか、支援に携わる関係者の意見
を聴取すること等により実施する。また、本評価によ
り得られた結果は公表する。 

基本方針の見直しに当たっては、女性相談支援セン
ター関係者、女性相談支援員、女性自立支援施設関係
者、ＮＰＯ法人等民間団体、都道府県や市町村等から

の意見を幅広く聴取するとともに、パブリックコメン
トを求める。 

第３ 都道府県及び市町村が策定する基本計画の指針と

なるべき基本的な事項 
都道府県及び市町村が基本計画を策定する場合に
は、次に掲げる指針を踏まえ策定することが適当

である。 
１．計画策定に向けた手続 

⑴ 基本計画の期間 

基本計画の運営期間は原則５年間とするが、政策
的に関連の深い他の計画と一体のものとして策定す
る場合等、自治体における個別の事情や実態等を考

慮した上で適切な期間を設定すること。 
⑵ 他の計画との関係 

基本計画は、他の法律の規定による困難な問題を

抱える女性への支援に関する事項を定める計画と
の調和を保つよう努めなければならない。また、
基本計画は、政策的に関連の深い他の計画（配偶

者暴力防止等法第２条の３第１項に規定する都道
府県基本計画若しくは同条第３項に規定する市町
村基本計画又は男女共同参画社会基本法（平成 11

年法律第 78 号）第 14 条第１項に規定する都道府
県男女共同参画計画若しくは同条第３項に規定す
る市町村男女共同参画計画等）と一体のものとし

て策定することができる。その際は、法第３条第
３号はその基本理念として「人権の擁護を図ると
ともに、男女平等の実現に資することを旨とする
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こと」を規定しており、困難な問題を抱える女性
の人権を擁護するとともに、女性であることに起

因して日常生活及び社会生活上において困難な状
態に陥りやすい女性を支援することにより、男女
平等の実現に資することを求めている趣旨に従

い、本基本指針に基づく記載事項が適切に盛り込
まれるよう留意することが必要である。 

⑶ 基本計画策定前の手続 

① 基本計画を策定するに当たっては、まず、次の
事項について調査し、活用可能な既存のデータ等
を基に評価・分析し、当該地域における困難な問

題を抱える女性の現状における課題を把握する。 
ア 管内の女性相談支援センター（旧婦人相談所）
への相談数、相談者の年代等の属性及び相談内

容の種別 
イ 管内の女性相談支援センター（旧婦人相談所）

において一時保護を行った者の人数、対象者の

年代等の属性及び保護理由 
ウ 管内の都道府県及び市町村の女性相談支援員

（旧婦人相談員）への相談数、相談者の年代等

の属性及び相談内容の種別 
エ 管内の女性自立支援施設（旧婦人保護施設）へ

の入所者数、入所者の年代等の属性、入所理由

の種別、入所期間の分布等 
オ 管内の母子生活支援施設や女性を対象とした更

生施設等、困難な問題を抱える女性を支援して

いる、他施策における女性の支援状況 
カ 困難な問題を抱える女性への支援に当たり協働

が可能な民間団体及びその活動の状況 

キ 関係機関等からのヒアリング等により把握した
実情 

ク 配偶者からの暴力防止対策等に係る施策の相

談、保護等の状況 
ケ その他当該地域における困難な問題を抱える女
性への支援に当たり有用と思われるデータ 

② ①の調査・課題等の把握に基づいて、基本計画
における女性相談支援センターや女性相談支援員
（都道府県・市町村）の配置の推進、女性自立支

援施設の配置や、民間団体との協働による支援等
について、定量的な基本目標を明確にする。 

③ 基本計画の策定に当たっては、あらかじめ、女

性相談支援センター関係者、女性相談支援員（都
道府県・市町村）、女性自立支援施設関係者、ＮＰ
Ｏ法人等の民間団体等関係者からの意見を幅広く

聴取するとともに、インターネットの利用及び印
刷物の配布等の方法により広く意見を聴取するよ
う努めなければならない。 

④ 国は、都道府県及び市町村における基本計画の
策定状況を調査し、公表する。 

２．計画に関する評価と公表 

⑴ 評価 
次の基本計画の策定に当たっては、基本計画の運

営期間の満了前に、基本計画に定めた施策について

評価を行う。この評価は、１⑶①に掲げる事項につ

いて調査を実施するほか、関係者の意見を聴取する
こと等により実施する。 

⑵ 評価結果の公表 
⑴の評価により得られた結果については公表す
る。 

⑶ 次の基本計画の策定 
⑴の評価により得られた結果は、次の基本計画を
策定するに際して参考にする。 

３．基本計画に盛り込むことが望ましい施策 
⑴ 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的
な方針 

困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的
な方針としては、１⑶①で把握した地域の実情や課
題及び１⑶②の基本目標を記載する。 

⑵ 困難な問題を抱える女性への支援のための施策内
容に関する事項 
困難な問題を抱える女性への支援のための施策内

容に関する事項としては、以下に関し、当該都道府
県又は市町村において今後実施する困難な問題を抱
える女性への支援内容に関する事項を記載する。 

その際、行政機関と民間団体それぞれにおいて、
具体的な取組事項として記載するよう留意する。 
① 困難な問題を抱える女性への支援の基本的な考

え方 
② 支援に関わる団体・機関等（女性相談支援セン
ター、女性相談支援員、女性自立支援施設、民間

団体等、その他関係機関） 
③ 困難な問題を抱える女性への支援の内容 
・アウトリーチ等による早期の把握 

・居場所の提供 
・相談支援 
・一時保護 

・被害回復支援 
・生活の場を共にすることによる支援（生活支
援・権利回復支援） 

・同伴児童等への支援 
・自立支援 
・アフターケア 

④ 支援の体制 
・女性相談支援センター、女性相談支援員、女性
自立支援施設の連携体制 

・民間団体との連携体制 
・関係機関との連携体制 

⑤ 支援調整会議 

⑥ 教育・啓発 
⑦ 人材育成・研修 
⑧ 調査研究等の推進 

(3)その他困難な問題を抱える女性への支援のための
施策の実施に関する重要事項 
その他困難な問題を抱える女性への支援のための

施策の実施に関する重要事項としては、⑵に記載さ
れていない施策であって当該都道府県又は市町村が
今後実施する予定のもの及び当該基本計画の見直し

方法について記載する。 
 

 
※ 女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設は、令和６（2024）年３

月の計画策定時点では、婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設であり、令和６（2024）
年４月の法施行により改正となります。第１章２現状及び課題では、女性相談支援セ
ンター（旧婦人相談所）、女性相談支援員（旧婦人相談員）、女性自立支援施設（旧婦
人保護施設）と表記しています。 
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